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西
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tま

し

カミ

き

中
園
革
命
の
中
心
的
課
題
の
一
つ
と
し
て
議
行
さ
れ
た
土
地
改
革
が
、
前
進
し
つ
つ
あ
る
中
園
の
祉
舎
主
義
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
に

も
、
長
期
に
わ
た
っ
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
中
園
祉
舎
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
重
要
な
研
究
封
象
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く

の
人
々
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
意
圃
か
ら
な
さ
れ
た
先
駆
的
な
仕
事
で
あ
る
、
旗
図
録
の
論
文
「
中
国
土
地
改
革
の
歴
史
的
性



仇
」
が
、
費
、表
後
四
半
世
記
を
経
た
今
も
な
お
、
私
た
ち
に
示
唆
す
る
所
少
く
な
い
こ
と
自
盟
、
土
地
改
革
研
究
の
も
つ
意
義
を
示
し
て
い

@
 

る
。
小
山
正
明
は
、
最
近
改
め
て
「
中
園
封
建
制
研
究
の
弱
さ
」
を
卒
直
に
指
摘
し
て
い
る
が
、
筆
者
も
こ
う
し
た
「
弱
さ
」
を
措
い
、
そ
れ

を
克
服
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
一
人
と
し
て
、
土
地
改
革
か
ら
多
く
を
察
び
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

土
地
改
革
に
は
、
土
地
所
有
、
階
級
構
成
、
共
同
組
織
、
再
生
産
構
造
、
階
級
支
配
、
階
綾
闘
争
、
意
識
の
諸
形
態
等
々
、
近
代
以
前
の
段

階
か
ら
中
園
農
村
社
曾
が
継
承
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
た
ま
た
ま
数
年
前
、
毛
津
東
が
土
地
革
命
期
の
寅

@
 

践
上
の
要
請
か
ら
一
九
三

O
年
に
寅
施
し
た
調
査
に
も
と
づ
い
て
、
翌
一
一
一
一
年
初
頭
に
整
理
し
た
「
輿
園
調
査
」
の
原
典
に
は
じ
め
て
接
し
、

不
皐
故
に
具
韓
的
内
容
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
の
文
献
が
、
叙
上
の
す
べ
て
の
問
題
に
か
か
わ
る
包
括
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し

た
。
そ
の
中
に
は
、
一
三
J
一
八
世
紀
に
即
し
て
若
干
の
作
業
を
し
て
き
た
、
直
接
生
産
者
農
民
の
箸
生
産
の
維
持
の
保
障
が
在
地
の
農
村
社

舎
で
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
筆
者
の
年
来
の
課
題
に
関
連
し
、
か
っ
こ
う
し
た
保
障
の
機
構
が
階
級
支
配
と
ど
の
よ
う
に

結
び
つ
い
て
い
る
か
、
と
い
う
課
題
に
も
か
か
わ
る
示
唆
に
富
む
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
三

O
年
の
輿
園
鯨
で
寅
際
に
機
能
を
果
し
て

い
た
、
端
境
期
の
糧
食
貸
典
、
停
統
的
な
用
語
で
い
え
ば
賑
貸
を
行
な
う
・機
構
と
し
て
の
義
倉
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。
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本
稿
で
は
、
嘗
時
の
義
倉
の
存
在
形
態
か
ら
出
護
し
、
清
朝
支
配
睦
制
の
相
封
的
安
定
期
で
あ
る
一
八
世
紀
ま
で
湖
行
し
、
管
見
し
た
断
片

的
な
資
料
か
ら
、
一
九
三

O
年
に
い
た
る
義
倉
の
形
成
過
程
を
た
ど
り
な
が
ら
、
右
の
課
題
に
つ
い
て
の
若
干
の
検
討
を
行
な
い
た
い
。
一
一
一

世
紀
前
字
、
南
宋
の
初
年
以
来
、
社
倉
の
呼
稽
を
輿
え
ら
れ
て
き
た
近
代
以
前
の
中
園
の
こ
の
種
の
機
構
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
二
年
、
今
堀

@
 

誠
二
が
「
宋
代
社
倉
制
批
剣
」
と
い
う
第
作
を
出
し
、
永
祭
大
典
に
牧
録
さ
れ
た
宋
代
地
方
志
を
中
心
的
素
材
と
し
て
、
制
度
史
的
、
社
曾
史

的
側
面
か
ら
精
細
な
研
究
を
行
っ
て
お
り
、
現
在
、
こ
れ
を
越
え
る
水
準
の
研
究
は
な
く
、
筆
十
者
も
、
多
く
の
基
礎
的
認
識
を
こ
こ
か
ら
得

た
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
近
代
か
ら
一
八
世
紀
に
朔
る
こ
の
種
の
機
構
の
全
面
的
な
研
究
行
な
う
準
備
を
依
く
の
で
、
今
堀
の
研
究
の
到
達
貼

を
護
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
歴
代
王
朝
の
下
で
作
ら
れ
た
政
書
類
、
地
方
志
類
、
士
大
夫
の
文
集
な
ど
、
足
か
け
九
世
紀

の
聞
に
作
ら
れ
、
か
っ
諸
地
域
に
わ
た
る
お
び
た
i

だ
し
い
責
料
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
塵
倒
的
大
部
分
は
未
見
で
あ
る
。
本
稿
が
一
試
考
の
域
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を
出
な
い
所
以
の
一
つ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
清
園
行
政
法
』
第
四
巻
所
載
の
第
十
一
章
救
岨
・
第
二
項
救
甑
営
造
物
の
項
に
は
、
近
代
以
前

の
中
闘
の
祉
倉
・
義
倉
に
つ
い
て
の
筒
要
な
概
観
が
な
さ
れ
て
い
る
。

毛
津
東
「
輿
園
調
査
」
に
お
け
る
義
倉

一
九
三

O
年
を
迎
え
た
頃
、
少
数
の
都
市
と
白
色
勢
力
の
援
黙
地
区
と
を
除
く
江
西
省
南
部
、
一
拍
建
省
西
部
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
つ
て
な
か

っ
た
人
民
の
政
治
権
力
が
相
前
後
し
て
生
ま
れ
た
。
江
西
勢
農
民
主
政
府

表 1

一

四

五

六

七

毛津東「輿園調査」の篇別構成(第二章以外の細目は省略〕

前言〔にあたる部分〕

八個家庭的観察

本直奮有土地関係

1.団地分配 2.人口成分 3.剥削扶況

第 1種地租剥削

第2種高 利 剥制①銭利②毅利③猪利

④牛利⑤油利⑥嘗利 ⑦彊利 J 

第 3種税損剥制

闘宇中的各階級

現在土地分配吠況

土地税

蘇維挨

農村軍事化

と
一
幅
建
勢
農
民
主
政
府
で
あ
る
。
第
二
次
圏
内
革
命
戦
争
期
の
最
も
大
き

く
、
最
も
強
固
な
革
命
根
接
地
と
し
て
の
中
央
革
命
根
接
地
は
、
以
来
、

そ
の
基
礎
を
確
立
し
た
。
華
中
・
華
南
の
各
省
に
も
、
時
を
同
じ
く
し
て

お
び
た
だ
し
い
革
命
根
接
地
が
建
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
根
接
地
で
は
、
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郷
赤
衛
隊
か
ら
正
規
の
赤
軍
に
至
る
人
民
の
武
装
組
織
が
蹟
大
し
、
土
地

草
命
が
積
極
的
に
推
準
さ
れ
て
い
っ
た
。
蒋
介
石
と
漏
玉
群
、
閣
錫
山
と

の
聞
で
、
同
年
五
月
か
ら
大
規
模
な
混
戦
が
績
け
ら
れ
て
い
る
問
、
革
命

を
指
導
す
る
中
園
共
産
黛
中
央
で
は
、
李
立
三
ら
の
左
翼
日
和
見
路
線
が

一
時
安
配
的
と
な
っ
た
が
、
毛
淳
東
ら
の
辛
抱
強
い
説
得
と
こ
の
路
線
に

も
と
づ
〈
長
沙
攻
撃
の
失
敗
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
誤
ま
り
は
糾
さ
れ
、
革

命
根
接
地
は
引
き
績
き
護
展
し
た
。
こ
の
護
展
を
恐
れ
た
蒋
介
石
は
、
十

一
月
に
右
の
混
戦
が
終
了
す
る
や
、
十
二
月
下
旬
か
ら
主
力
の
二
個
師
圏

を
動
員
し
、
中
央
根
接
地
に
劃
す
る
大
規
模
な
包
園
攻
撃
を
加
え
恥



こ
の
年
、
十
月
末
、
毛
調
停
東
は
、
友
水
流
域
に
進
出
し
て
い
た
赤
軍
第
一
方
面
軍
の
補
強
の
た
め
、
江
西
省
南
部
の
輿
園
附
怖
か
ら
涯
遣
さ
れ

て
き
た
多
数
の
農
民
の
中
で
、
同
豚
第
十
匪
H
永
豊
臣
出
身
の
侍
済
庭
ら
八
人
の
農
民
を
招
き
、
調
査
禽
を
聞
い
た
。
舎
は
寧
事
的
必
要
性
か

ら
同
軍
が
移
動
す
る
ま
で
の
一
週
間
、
毎
日
二
回
、
時
に
は
三
回
、
自
に
よ
っ
て
怯
深
夜
ま
で
熱
心
に
聞
か
れ
た
。
自
ら
の
提
出
し
た
調
査
要
項

に
即
し
て
の
毛
津
東
の
質
問
と
討
論
、
毛
に
よ
る
結
論
の
作
成
と
八
人
の
農
民
に
よ
る
確
認
、
毛
に
よ
る
そ
の
記
録
と
い
う
形
で
調
査
は
進
め

ら
れ
た
。
毛
は
、
そ
れ
ま
で
革
命
根
接
地
内
で
行
わ
れ
た
土
地
草
命
闘
争
の
政
策
決
定
に
お
け
る
多
く
の
誤
り
が
、
机
上
の
想
定
や
大
ざ
っ
ぱ

i

な
報
告
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
共
産
黛
の
指
導
を
、
詳
細
に
し
て
科
皐
的
な
貫
際
の
献
況
の
調
査
に
基
礎
を
置
く
も
の
に

@
 

し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
調
査
舎
に
参
加
し
た
八
人
の
農
民
家
族
一
戸
ず
つ
の
生
活
質
態
の
忠
貫
な
観
察
を
第
一
章
と
し
、
全
七
章
か

ら
な
る
こ
の
調
査
記
録
は
、
一
九
三
一
年
一
月
、
寧
都
豚
の
小
布
呼
で
、
毛
海
東
自
身
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

土
地
革
命
を
指
導
し
た
毛
淳
東
と
こ
の
革
命
の
携
い
手
と
な

っ
た
八
人
の
直
接
生
産
者
農
民
と
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
た
、
階
級
観
黙
の
明
確

- 63一

な
、
か
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
に
富
ん
だ
こ
の
調
査
の
中
に
、
私
た
ち
は
、
嘗
時
の
中
園
の
農
村
社
舎
を
理
解
す
る
幾
多
の
貴
重
な
手
が
か
り
を
見
出

す
が
、
乙
こ
で
は
前
述
し
た
よ
う
な
関
心
か
ら
、
一
九
三

O
年
と
い
う
調
査
時
黙
ま
で
巌
存
し
て
い
た
輿
園
豚
の
義
倉
、
及
び
そ
れ
と
関
連
の

深
い
公
堂
に
闘
す
る
部
分
に
着
目
し
た
い
。

「

輿

園

調

査

」

輿

園

蘇

農

村

部

の

生

産

諸

関

係

及

び

階

級

構

成

に

闘

す

る

部

分

は

、

表

ー

に

も

示

し

た

よ
う
に
す
こ
ぶ
る
多
く
、
第
六
章
の
ソ
ビ
エ
ト
政
府
、
第
七
章
の
農
村
の
軍
事
化
以
外
の
す
べ
て
に
わ
た
る
。
人
口
の
一
%
と
五
%
を
占
め
る
地

主
と
富
農
が
、
そ
れ
ぞ
れ
四
O
%
と
一
言
%
の
土
地
を
所
有
し
、
人
口
の
き
%
を
占
め
る
貧
農
が
わ
ず
か
豆
%
の
土
地
し
か
所
有
し
て
い
な
い
、

2
の
E
覗
的
な
調
査
結
果
、
及
び
自
耕
地
と
出
租
地
の
量
的
匡
分
が
明
ら
か
な
富

(以
下
「
調
査
」
と
略
稽
)
の
中
で
、

〈
雇
農
の
人
口
は
一
%
、
土
地
所
有
は

e
d
と
い
う
第
二
章
1
、

農
三
二
戸
の
う
ち
で
一
二
戸
が
そ
の
土
地
所
有
の
き
%
以
上
を
出
租
に
よ
っ
て
寅
現
し
て
い
る
と
い
う
第
四
章
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
る
と
、

第
二
章
の

3
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
嘗
地
の
搾
取
関
係
の
中
で
地
代
搾
取
(
地
租
剥
制
〉
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
調
査
」
が
地
代
搾
取
に
つ
レ
て
は
ご
く
簡
単
に
八
行
で
燭
れ
て
い
る
の
に
劃
し
、
高
利
貸
的
搾
取
(
高
利

607 
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剥
制
〉
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
七
種
類
に
整
理
し
、
約
百
行
を
割
い
て
非
常
に
詳
細
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
章
に
お
け
る
八
戸
の
農
民
家
族
の
う
ち
、
七
戸
は
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
土
地
を
若
干
ず
つ
所
有
し
て
は
い
る
が
、
同
時
に
こ
の
八
戸
中
の

七
戸
は
他
人
の
土
地
を
租
種
し
て
お
り
、
高
率
の
地
代
搾
取
を
受
け
て
い
る
。
か
か
る
地
代
搾
取
を
主
要
な
契
機
と
し
て
、
八
戸
の
農
民
家
族

に
あ
っ
て
は
、
例
外
な
し
に
支
出
が
牧
入
を
上
回
り
、
債
務
を
負
っ
て
い
る
。
債
務
の
大
牢
は
、
糧
食
|
|
飯
米
の
不
足
分
、
「
請
工
」
と
い

う
名
で
呼
ば
れ
る
農
繁
期
の
臨
時
雇
傭
傍
働
に
に
劃
す
る
手
間
賃
、
そ
の
他
日
常
の
生
活
必
需
品
の
支
排
い
か
ら
生
じ
て
お
り
、
こ
う
し
た
債

務
か
ら
生
ず
る
利
子
の
支
排
い
を
も
含
め
て
、
基
本
的
に
は
農
家
経
営
の
再
生
産
の
た
め
の
支
出
を
ま
か
な
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
右
の
八

戸
を
含
ん
で
、
嘗
時
の
興
園
鯨
第
十
匿
に
お
け
る
直
接
生
産
者
農
民
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
貧
農
が
再
生
産
を
持
績
す
る
た
め
に
は
、
現
金

ま
た
は
現
物
米
穀
を
主
瞳
と
す
る
借
り
入
れ
が
不
可
依
で
あ
り
、
「
調
査
」
が
詳
述
す
る
七
種
類
の
高
利
貸
的
搾
取
関
係
は
こ
の
借
り
入
れ
の

要
請
と
分
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
調
査
」

嘗
地
の
貧
農
の
最
も
切
買
な
問
題
と
し
て
随
所
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
生
穀
」
と
よ
ば
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の
高
利
貸
的
搾
取
関
係
に
開
す
る
叙
述
の
中
で
、

四
、
五
月
前
後
の
春
夏
の
端
境
期
に
お
け
る
糧
食
|
|
飯
米
の
確
保
で
あ
る
。
農
村
内
部
に
お
け
る
現
物
米
穀
の
貸
興
は
、

れ
、
糧
食
の
確
保
の
要
請
を
直
接
的
に
満
た
す
。
そ
の
際
搾
取
さ
れ
る
の
が
「
穀
利
」
、
す
な
わ
ち
借
り
入
れ
米
の
利
子
で
あ
る
。

昇
期
で
あ
る
こ
の
時
期
に
米
を
販
買
し
て
利
盆
を
得
る
こ
と
を
第
一
に
志
す
富
農
は
、
可
能
な
限
り
米
自
鐙
の
貸
輿
を
避
け
、
貸
興
す
る
場
合

に
も
、
期
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
律
に
五
割
と
い
う
高
い
利
子
を
と
る
。
か
か
る
朕
況
の
中
で
貧
農
の
要
請
に
醸
え
る
の
が
義
倉
で
あ

り
、
公
堂
も
若
干
の
役
割
を
果
す
。
「
調
査
」
は
「
穀
利
」
の
部
分
に
い
う
。

米
債
の
上

貧
農
が
金
を
借
り
る
場
合
に
は
、
富
島
民
か
ら
借
り
る
の
が
八
割
で
、
公
堂
や
義
倉
か
ら
借
り
る
の
が
二
割
で
あ
り
、
地
主
か
ら
直
接
に
借
り
る
こ
と
は
な

い
。
貧
農
が
米
を
借
り
る
場
合
は
、
公
堂
や
義
倉
か
ら
借
り
る
の
が
九
割
で
、
富
農
か
ら
借
り
る
の
が
一
割
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
富
農
は
ま
っ

た
く
の
搾
取
主
義
で
あ
る
が
、
公
堂
や
義
倉
に
は
ま
だ
い
く
ら
か
の
救
済
の
意
義
が
み
ら
れ
る
。

し
か
し
、
公
堂
も
ま
た
、
そ
の
大
部
分
は
搾
取
主
義
で
あ
る
。
公
堂
の
所
有
す
る
米
の
う
ち
、
第
一
郷
で
は
、
責
り
に
出
さ
れ
る
の
が
八
割
で
、
貸
し
出
さ

れ
る
の
は
二
割
で
あ
る
。
第
二
、
第
三
、
第
四
郷
で
は
、
そ
の
全
部
が
費
り
に
出
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
貸
し
出
さ
れ
る
も
の
は
な
い
。
た
だ
、
義
倉
の
所
有
米
だ



け
は
そ
の
全
部
が
貸
し
出
さ
れ
、
寅
り
に
出
さ
れ
る
も
の
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
の
匿
の
義
倉
は
、
す
べ
て
の
郷
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
第
(
人
口
一
一
一

千
〉
に
は
四
つ
の
義
倉
が
あ
り
、
八
百
石
の
米
を
も
っ
て
い
る
。
第
二
郷
(
人
口
八
百
〉
に
は
五
つ
の
義
倉
が
あ
っ
て
五
百
石
の
米
を
も
ち
、
第
三
郷
(
人
口

一
一
一
千
〉
に
は
六
つ
の
義
倉
が
あ
っ
て
四
百
石
の
米
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
郷
に
は
、
合
計
二
十
の
義
倉
が
あ
り
、
千
七
百
石
の
米
を
も
っ
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
村
に
も
一
つ
ず
つ
の
義
倉
が
あ
る
。
た
だ
第
四
郷
(
人
口
二
千
〉
に
は
、
一
つ
の
義
倉
が
あ
る
だ
け
で
、
も
っ
て
い
る
米
は
百
石
で
あ

る
。
〔
筆
者
註
、
第
一
章
の
八
戸
の
家
庭
の
観
察
の
第
二
、
す
な
わ
ち
第
一
郷
彰
屋
洞
(
村
〉
の
人
李
日
田
英
に
つ
い
て
の
部
分
，一に
は
、
「
こ
の
村
の
新
義
倉
、

老
義
倉
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
十
徐
石
ず
っ
、
合
計
七
十
石
の
米
が
貯
え
ら
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。〕

こ
の
匿
の
貧
農
は
、
端
境
期
に
な
る
と
す
べ
て
の
も
の
が
義
倉
か
ら
い
く
ば
く
か
の
米
を
借
り
て
は
、
や
っ
と
食
い
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、

信
農
か
ら
米
を
借
り
る
こ
と
な
ど
は
思
い
も
よ
ら
な
い
。
義
倉
が
米
を
貸
す
場
合
の
利
息
は
三
割
で
、
富
良
か
ら
米
を
借
り
る
場
合
に
比
べ
る
に
安
い
が
、
抵

場
闘
の
と
り
た
て
は
非
常
に
き
び
し
い
。
銭
感
(
す
き
、
馬
ぐ
わ
〉
、
錫
器
〔
一一二

書
房
誇
本
注
:
・:
:
:
食
器
な
ど
〕、
ふ
と
ん
、
蚊
帳
、
衣
類
な
ど
、
ーな
ん
で
も

同
じ
よ
う
に
抵
嘗
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
郷
の
湾
坊
村
の
義
倉
だ
け
は
、
米
を
貸
す
際
、
抵
笛
は
と
ら
な
い
。
隣
家
か
ら
、
元
利
と
も
必
ら
ず
返
済
す

る
、
と
い
う
『
保
護
吠
』
を
書
い
て
も
ら
う
だ
け
で
よ
い
。

義
倉
の
米
は
、
地
主
、
富
島
民
、
中
農
の
寄
附
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
米
を
寄
附
し
て
義
倉
を
設
け
、
飢
箆
や
端
境
期
に
貧
民
が
食
い

つ
な
げ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、
貧
民
の
暴
動
を
緩
和
す
る
た
め
の
改
良
、
欺
鮪
の
政
策
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
の
わ
か
ら
な
い
も
の
は
、
彼
ら
の
恩

徳
を
ほ
め
た
た
え
て
い
る
。

義
倉
の
米
は
、
地
主
、
富
農
、
中
農
は
借
り
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
借
り
る
必
要
も
な
い
が
、
そ
の
他
の
貧
農
、
雇
農
、
〔
手
工
業
〕
労
働
者
、
遊
民
は
、

だ
れ
で
も
抵
嘗
を
入
れ
る
か
、
『
保
登
欣
』
を
書
い
て
も
ら
え
ば
、
み
な
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
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「
調
査
」
は
、
義
倉
の
存
在
形
態
を
、
そ
の
管
理
方
法
以
外
の
す
べ
て
の
側
面
に
つ
い
て
生
き
生
き
と
描
き
、
義
倉
が
高
利
貸
的
搾
取
関
係

彼
ら
の
経
営
の
中
に
構
造
的
に
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
。

は
、
糧
食
費
輿
の
上
で
、
固
有
の
財
産
を
も
っ
同
族
園
鐙
の
組
織
と
し
て
の
公
堂
も
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
際

公
堂
が
と
る
利
子
は
、

の
一
環
と
し
て
輿
園
鯨
第
十
匿
の
貧
農
の
再
生
産
維
持
の
た
め
、

こ
こ
で

「
調
査
」
の
「
鏡
利
」
|
|
借
金
の
利
子
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
る
公
堂
の
現
金
貸
輿
の
場
合
と
同
様
に
、
富
農
に
比
べ

て
安
い
。
し
か
し
、
公
堂
の
穀
物
の
八
割
方
は
販
買
に
出
さ
れ
る
た
め
、
糧
食
貸
輿
は
義
倉
ほ
ど
の
決
定
的
な
意
義
を
も
た
な
い
。

oti09 

公
堂
は
、

「
調
査
」
の
「
鎗
利
」
の
項
に
よ
る
と
、
民
園
以
前
に
は
、
肩
書
ハ
お
そ
ら
く
は
科
掌
合
格
者
と
し
て
の
〉
を
も
ち
、
若
干
の
土
地
を
所
有
L
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つ
つ
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
食
べ
る
に
足
ら
な
い
劣
紳
、
「
地
主
で
も
富
農
で
も
な
い
」
い
わ
ゆ
る
劣
紳
の
管
理
す
る
場
合
が
六
割
方
ハ
第
一
、
二
、
匹

郷
〉
を
占
め
た
が
、
民
園
以
後
は
逆
縛
し
て
、
富
農
が
六
割
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
公
堂
U
つ
い
て
、
一
九
五
O
年
八
月
四
日
の
「
中
央

人
民
政
府
政
務
院
の
農
村
の
階
級
構
成
の
随
分
に
闘
す
る
決
定
」
は
、
「
各
種
の
洞
、
廟
、
曾
、
敢
な
ど
の
土
地
そ
の
他
の
財
産
を
管
理
す
る
こ
と
を
公

堂
の
管
理
と
呼
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
公
堂
と
い
う
用
語
の
起
源
は
、
土
地
革
命
が
最
初
に
開
始
さ
れ
た
江
西
省
南
部
の
慣
習
的
構
呼

に
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
道
光
四
(
一
八
三
四
〉
年
刊
の
『
輿
闘
蘇
士
山
』
各
十
一
、
風
俗
に
は
、
「
奥
邑
重
迫
遠
、
豪
族
而
居
者
、
必
建
廟

堂
、
記
始
遜
組
及
支
祖
、
毎
洞
必
置
産
以
供
祭
紀
、
名
目
公
堂
、
衆
奉
一
一
一
人
、
司
其
出
入
L

と
あ
る
。

※
 

「
調
査
」
の
七
種
類
の
高
利
貸
的
搾
取
闘
係
に
闘
す
る
詳
細
な
叙
述
は
、
こ
れ
ら
の
聞
に
、
地
主
・
富
農
と
貧
農
、
義
倉
・
公

堂
と
貧
農
と
い
う
こ
大
系
列
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

※
地
主
は
、
た
と
え
ば
貧
農
へ
の
小
口
・
高
利
率
の
現
金
貸
奥
を
行
な
う
富
山
反
に
封
し
て
、
大
口

・
低
利
率
の
現
金
貸
奥
を
行
な
う
と
い
う
形
で
富
農
と

結
託
し
、
間
接
的
に
貧
農
を
搾
取
し
て
い
る
。

貧
農
は
、
前
者
の
下
で
、
「
徹
底
し
た
搾
取
主
義
」
に
立
つ
私
的
個
人
と
閥
係
を
も
ち
、
後
者
の
下
で
は
、

も
つ
共
同
の
機
構
と
関
係
を
も
っ
た
が
、
貧
農
の
再
生
産
維
持
の
上
で
も
っ
と
も
切
寅
な
端
境
期
の
糧
食
の
確
保
は
、
後
者
の
系
列
か
ら
の
現
物

米
穀
の
貸
興
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
後
者
の
系
列
の
搾
取
H
貸
借
闘
係
も
、
土
地
配
分
の
不
均
衡
に
も
と
づ
く
地
主
・
富

農
と
貧
農
と
の
き
び
し
い
階
級
矛
盾
の
中
で
、
こ
れ
を
緩
和
し
隠
蔽
す
る
た
め
の
、
地
主
・
富
農
の
側
か
ら
す
る
「
改
良
と
歎
賄
の
政
策
」
と

「
調
査
」
が
鋭
く
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
地
主
・
富
農
の
階
級
支
配
の
あ
り
方
で
あ

「
い
く
ら
か
の
救
済
の
意
義
」
を
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し
て
の
本
質
を
も
つ
こ
と
は
、

彼
ら
が
私
的
個
別
的
な
搾
取
を
行
な
う
一
方
で
、
貧
農
の
再
生
産
を
維
持
す
る
た
め
の
機
構
を
作
っ
て
レ
る
黙
に
あ
る
。

「
調
査
」
が
第
三
章
で
明
ら
か
に
し
た
‘
地
主
・
富
農
の
み
の
も
つ
特
権
と
し
て
の
「
話
事
権
」

1

1
相
談
に
あ
ず
か
る
権
利
も
、
か
か
る
共

同
の
事
業
と
密
接
な
闘
連
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
三

O
年
の
輿
園
豚
に
お
い
て
、
端
境
期
に
お
け
る
貧
農
の
糧
食
確
保
の
た
め
の
現
物

米
穀
の
貸
借
を
行
な
う
機
構
が
、
義
倉
と
い
う
形
で
村
を
皐
位
に
成
立
し
、
公
堂
と
あ
い
ま
っ
て
現
買
に
機
能
を
果
し
て
い
た
と
い
う
事
寅
か

ら
出
裂
し
、
以
下
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
義
倉
の
形
成
過
程
に
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
固
有
の
封
建
的
土
地

り

共
同
し
て
、



所
有
と
結
び
つ
い
て
い
た
直
接
生
産
者
農
民
の
再
生
産
の
保
障
、
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
階
級
支
配
の
あ
り
方
の
一
端
に
ふ
れ
て
み
た
い
と
思

う
。
検
討
の
劃
象
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
清
朝
支
配
下
の
、
と
く
に
一
八
世
紀
以
降
の
江
西
省
に
中
心
を
お
く
。

な
お
、
こ
う
し
た
義
倉
は
、
単
に
一
九
三

O
年
の
輿
園
豚
に
お
い
て
の
み
偶
然
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き

、
た
い
。
同
じ
江
西
省
内
、
輿
園
鯨
の
東
北
約
一
五

0
キ
ロ
の
南
豊
勝
で
は
、
一
九
三

O
(民
図
十
九
〉
年
段
階
で
農
村
部
一
帯
に
多
く
の
義
倉
が

分
布
し
て
い
た
。
同
年
刊
の
『
南
豊
蘇
士
山
』
巻
四
、
倉
儲
の
項
に
は
、
「
以
上
は
各
郷
義
倉
の
現
に
存
せ
る
者
な
り
」
と
い
ラ
後
書
き
を
付
し

あ

て
、
鯨
下
五
十
五
の
都
ご
と
に
、
そ
の
都
の
義
倉
の
合
計
貯
蔵
穀
数
が
、
た
と
え
ば
「
六
都
義
倉
、
共
わ
せ
て
穀
一
千
零
二
十
一
捨
四
斗
、
七

あ

e

都
義
倉
、
共
わ
せ
て
穀
乞
一
百
六
十
措
零
一
斗
」
と
い
う
よ
う
に
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
他
の
省
に
お
い
て
も
、
義
倉
の
同
時
代
的
存
在
を

あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
二
六
年
か
ら
二
七
年
に
か
け
て
、
毛
津
東
の
指
導
し
た
湖
南
農
民
運
動
の
中
心
地
の
一
つ
、
湖
南
省
酷
陵
豚

@
 

の
運
動
勃
護
前
夜
の
事
情
に
つ
い
て
、
一
九
二
六
ハ
民
園
十
五
)
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
酷
陵
郷
土
志
』
は
、
各
境
に
社
義
倉
が
、
同
族
単
位

か

ほ

で
族
義
倉
が
そ
れ
ぞ
れ
設
け
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
夏
に
放
し
、
秋
に
牧
め
、
略
ぼ
軽
息
を
取
」
っ
て
い
た
と
記
録
し
て
い
る
。
酷
陵
鯨

で
は
、
十
こ
の
年
以
後
、
従
来
の
都
に
代
っ
て
十
五
の
匡
が
設
定
さ
れ
、
こ
の
匿
の
下
に
卒
均
八
・
七
、
合
計
一
三
七
の
境
が
属
し
て
い
た
。
社

義
倉
は
、
こ
の
境
の
下
に
あ
る
社
、
圏
、
段
、
爪
、
甲
、
月
な
ど
と
い
う
更
に
細
分
化
さ
れ
た
車
位
に
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、

天
野
元
之
助
も
、
「
祉
倉
か
ら
の
借
糧
」
の
例
と
し
て
、
章
植
『
土
地
経
済
皐
』
を
引
用
し
、
「
例
え
ば
湖
南
の
郷
村
に
は
、
常
に
族
穀
・
祉

穀
・
圏
穀
・
育
嬰
穀
等
の
設
置
が
あ
る
。
:
:
:
凡
そ
公
有
の
積
穀
の
貸
付
の
利
息
は
、
比
較
的
軽
少
に
し
て
、
年
一
石
に
つ
き
一
斗
二
升
乃
至

⑥

、

二
斗
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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清
朝
園
家
の
祉
倉
・
義
倉
政
策

611 

1 

一
八
世
紀
の
場
合
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水
稲
栽
培
の
開
始
|
|
春
耕
と
と
も
に
毎
年
到
来
す
る
端
境
期
に
際
し
て
、
現
物
米
穀
を
直
接
生
産
者
農
民
に
貸
興
す
る
施
設
を
、
農
村
の

一
定
の
地
域
ご
と
に
設
置
す
る
と
い
う
事
業
は
、
清
朝
支
配
下
の
中
園
祉
舎
に
お
い
て
は
、
嘗
初
か
ら
園
家
の
政
策
と
し
て
、
積
極
的
に
推
進

⑪
 

さ
れ
た
吻
こ
う
し
た
施
設
は
、
吐
倉
乃
至
義
倉
、
一
七
・
八
世
紀
に
は
よ
り
多
く
前
者
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
禽
典
事
例
・
省
例
・
省
志

・
府
志
・
豚
志
な
ど
、
園
家
の
行
政
機
構
が
そ
の
作
成
に
開
興
し
て
い
る
刊
行
物
、
行
政
に
従
事
し
た
経
験
を
も
っ
官
僚
の
個
人
文
集
に
は
、

こ
の
時
期
の
祉
倉
・
義
倉
に
つ
い
て
の
お
び
た
だ
し
い
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『
清
園
行
政
法
』
が
、
十
二
世
紀
、
南
宋
以
降
の
祉
倉
に
つ

@
 

い
て
概
観
す
る
中
で
、
「
清
朝
ニ
至
リ
テ
ハ
頗
ル
祉
倉
ノ
設
立
ヲ
奨
励
セ
リ
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
制
度
史
的
見
地
か
ら
し
て
嘗
然

と
言
え
る
。

@
 

薙
正
二
(
一
七
二
四
)
年
の
皇
帝
の
上
識
は
、
「
近
時
各
省
漸
く
祉
倉
の
法
を
行
な
う
目
」
と
し
て
、
社
倉
の
設
立
が
軌
道
に
の
り
つ
つ
あ
る
と

い
う
剣
断
を
示
し
て
い
る
が
、
江
西
省
で
は
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
清
朝
が
反
清
の
諸
反
観
を
一
躍
鎮
座
し
た
直
後
、
康
照
一
八
|
二

O
(
一六
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七
九
l
八
二
年
の
問
、
江
西
巡
撫
の
任
に
あ
っ
た
安
世
鼎
が
生
産
力
の
回
復
を
意
圃
し
な
が
ら
「
祉
倉
篠
約
」
を
制
定
し
、
各
州
鯨
に
祉
倉
設

@
 

立
へ
の
働
き
か
け
を
開
始
し
て
い
た
。
乾
隆
六
1

八
三
七
四
一

l
四
三
)
年
在
任
し
た
江
西
巡
撫
陳
弘
謀
は
、
「
祉
倉
規
篠
」
を
制
定
し
た
他
、

@
 

前
後
五
回
に
わ
た
る
枇
倉
に
閲
す
る
指
示
を
出
し
、
園
家
の
側
か
ら
祉
倉
の
設
立
を
一
一
暦
推
進
し
た
。
嘗
時
、
江
西
省
に
お
い
て
清
朝
園
家
の⑮

 

側
の
構
想
し
て
い
た
あ
る
べ
き
祉
倉
に
つ
い
て
の
一
般
原
則
は
、
乾
隆
七
(
一
七
回

O
〉
年
、
陳
弘
謀
が
制
定
し
た
十
四
ケ
僚
の
「
祉
倉
規
僚
」

に
集
約
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
要
旨
は
以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

〔
祉
倉
設
置
の
箪
位
地
域
と
貯
蔵
所
〕

O
枇
倉
は
蘇
(
州
)
域
外
農
村
部
の
都
乃
至
里
を
皐
位
に
設
置
し
、
嘗
面
嘗
該
都
乃
至
里
の
も
っ
と
も
便
利
の
良
い
地

貼
に
あ
る
村
(
↑
村
庄
〉
の
空
屋
か
廟
宇
を
貯
蔵
所
と
す
る
。
@

こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
都
は
都
圏
、
呈
は
里
甲
の
こ
と
で
、
漠
然
と
し
た
地
域
名
で
は
な
く
、
賦
役
賦
課
の
車
位
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
た
郷
村
行
政
匝

壷
の
意
味
で
あ
る
。

〔
枇
倉
穀
物
の
貸
出
・
返
還
〕

O
貸
出
の
封
象
は
耕
作
労
働
に
従
事
す
る
直
接
生
産
者
農
民
で
あ
る
。

O
毎
年
春
、
直
接
生
産
者
農
民
で
種
子
(
↑
秤
種
〉
の

精
絡
を
必
要
と
す
る
者
区
劃
し
て
穀
物
を
貸
出
し
、
秩
に
一
cvmの
利
息
を
鮒
し
て
返
還
さ
せ
る
。
貸
出
し
の
時
期
は
春
末
夏
初
、
返
還
の
持
期
は
十
一
月
を
過



ぎ
な
い
も
の
と
す
る
。

種
子
と
い
う
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
文
字
通
り
の
種
も
み
の
こ
と
で
は
な
く
、
陳
の
他
省
で
制
定
し
た
「
規
傑
」
に
よ
っ
て
も
、

物
、
す
な
わ
ち
糧
食
用
の
米
と
讃
み
か
え
て
差
支
え
な
い
。

O
嘗
該
年
度
の
返
還
を
篠
併
と
し
て
次
年
度
の
貸
出
し
を
行
な
う
。

O
貸
出
時
の
抗
争
や
返
還
の
拒
否
ーに
封
し
て
は
枇
長
・
副
枇
長
の
申
告
に
基
づ
き
官
が
一

定
の
虎
置
を
と
る
。

〔
祉
倉
の
資
本
(
↑
祉
本
〉
〕

O
枇
倉
の
資
本
は
原
則
と
し
て
、
吐
倉
の
設
置
さ
れ
た
都
乃
至
呈
の
郷
紳
(
生
回貝
ク
ラ
ス
を
含
む
〉
及
び
一
般
人
(
↑
土
民
)
の

寄
付
に
よ
る
こ
と
と
し
、
寄
付
の
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
官
が
別
途
に
措
置
す
る
。
O
枇
倉
の
資
本
の
貸
出
は
、
嘗
該
の
都
乃
至
里
に
限
定
し
て
行
な
う
。
。

枇
倉
の
資
本
は
一
時
的
部
分
的
な
災
害
救
済
用
の
現
物
給
付
や
減
債
販
買
に
用
い
る
こ
と
な
く
、
た
え
ず
利
息
を
穣
み
か
さ
ね
て
抜
大
を
は
か
り
、
永
久
的
に

毎
年
春
の
糧
食
補
給
用
の
貸
出
に
用
い
る
。

〔
佐
倉
の
管
理
運
営
〕

O
紅
倉
の
管
理
運
営
に
あ
た
る
吐
長
・
副
従
長
は
、
枇
倉
穀
物
を
出
し
入
れ
し
村
民
(
↑
村
民
〉
の
生
活
を
維
持
す
る
と
い
う
〔
困
難

で
重
要
な
〕
任
務
に
笛
る
の
で
あ
る
か
ら
、
正
義
に
従
っ
て
善
い
行
な
い
を
し
よ
う
と
い
う
意
志
の
持
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
嘗
該
地
域
内
の
資
産

あ
る
人
格
者
乃
至
郷
紳
(
↑
凡
有
身
家
行
止
・
及
紳
士
人
等
〉
が
ふ
さ
わ
し
い
。
も
し
常
時
こ
の
任
に
嘗
り
う
る
適
切
な
人
が
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
地
域

の
住
民
が
合
議
に
も
と
づ
い
て
輪
番
で
猶
嘗
す
る
。
O
管
理
運
営
の
経
費
は
一
O
W
A

の
利
息
の
中
の
吉
一
%
分
を
あ
て
る
。

〔
祉
倉
穀
物
の
貼
検
〕
O
枇
長
・
副
枇
長
の
申
告
に
も
と
づ
い
て
地
方
官
が
行
な
う
が
、
園
家
所
有
の
備
蓄
用
穀
物
で
あ
る
常
卒
倉
米
と
は
異
る
の
で
、
繁
演

な
手
績
き
を
要
求
し
て
無
用
の
混
乱
を
起
す
こ
之
は
避
け
る
。

寸
耕
作
に
資
す
る
」
穀

- 69一

清
朝
園
家
の
構
想
し
て
い
た
祉
倉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
社
倉
規
燦
」
に
示
さ
れ
た
こ
う
し
た
一
般
原
則
の
他
に
、
こ
れ
を
現
貫
に
遁@

 

用
し
て
社
倉
を
設
立
し
て
い
く
上
で
の
必
要
事
項
を
陳
弘
謀
が
補
足
的
に
ま
と
め
た
、
乾
隆
七
(
一
七
四
二
)
年
十
月
の
「
通
行
社
倉
事
宜
撤
」

の
内
容
、
と
く
に
そ
の
第
二
項
の
同
族
圏
睦
へ
の
祉
倉
設
立
の
奨
駒
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
宗
洞
に
は
、
特
別
に
祉
倉
を
設
置

す
べ
き
で
あ
る
。
江
西
の
民
は
、
同
族
が
集
ま
っ
て
住
み
、
公
洞
を
立
て
て
い
る
。

一
族
の
中
に
は
、
除
分
の
資
産
を
も
ち
善
い
行
な
い
を
し

お
の
ず
と
資
産
を
醸
出
し
て
同
族
の
者
を
救
お
う
と
す
る
企
て
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
金
品
を
輿
え
る

‘こ
と
に
す
る
と
、
支
出
は
あ
っ
て
も
還
元
は
な
く
長
つ
づ
き
し
な
い
し
、
多
い
少
な
い
を
相
争
い
、
不
満
が
起
り
不
公
本
が
生
じ
る
よ
う
に
な

る
。
ど
う
し
て
そ
の
分
を
祉
倉
の
責
本
と
し
て
醸
出
し
、
公
澗
の
中
に
貯
え
、
新
た
に
同
族
の
祉
倉
を
設
立
し
、
官
に
届
け
出
て
登
録
し
て
も

ょ
う
と
願
う
家
が
き

っ
と
少
く
な
い
し
、

613 
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ら
お
う
と
し
な
い
の
か
。
社
長
を
選
出
し
、
族
内
の
人
々
に
毎
年
貸
出
し
て
は
返
還
さ
せ
、
他
姓
の
祉
倉
と
は
か
か
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
れ
ば

よ
い
O
i
-
-
-
こ
う
す
れ
ば
同
族
の
米
を
同
族
の
人
に
貸
出
す
こ
と
に
な
る
。
将
来
利
息
が
日
々
に
増
せ
ば
、
利
息
自
瞳
を
な
く
し
、
一
族
の
人

々
を
に
ぎ
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
:
:
:
町
本
来
、
た
と
え
ば
都
乃
至
里
と
い
う
地
域
単
位
ご
と
に
設
け
ら
れ
、
。
同
族
的
な
性
格
を
も
た
な
い

祉
倉
の
制
度
を
、
あ
え
て
同
族
圏
穫
に
適
用
し
、
同
族
園
陸
内
部
で
の
米
穀
貸
借
を
行
な
わ
せ
る
と
同
時
に
、
同
族
圏
樟
白
檀
の
経
済
的
基
盤

を
安
定
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
拡
倉
規
保
」
と
コ
通
行
社
倉
事
宜
撤
」
の
全
文
は
、
乾
隆
二
二
(
一
七
四
六
)
年
、
江
西
省
の
行
政
法
令
集
た
る
『
西
江
政
要
』
「
祉
穀
事

宜
」
の
基
本
部
分
と
し
て
の
「
乾
隆
七
年
先
後
奉
行
保
歎
」
に
牧
録
さ
れ
、
以
後
の
江
西
省
に
お
け
る
清
朝
の
祉
倉
政
策
を
方
向
づ
け
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
陳
弘
謀
の
江
西
農
村
社
舎
の
現
状
に
劃
す
る
認
識
の
二
つ
の
柱
を
見
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
認
識
こ
そ
が
、
社
倉
設
立
推
進
の
契
機
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
後
書
き
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

や
す

あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
「
通
行
社
倉
事
宜
撤
」
に
お
け
る
「
江
西
人
多
く
田
少
な
く
、
資
生
易
か
ら
ず
」
と
い
う
土
地
分
配
の
不
均
衡
で
あ

り
、
第
二
は
、
「
祉
倉
規
燦
」

F
お
け
る
「
江
西
の
民
間
に
お
け
る
借
債
は
利
を
加
う
る
こ
と
四
五
分
不
等
な
り
」
と
い
う
私
的
個
別
的
な
貸

借
関
係
に
お
け
る
高
利
率
の
巌
存
で
あ
る
。
陳
は
、
こ
う
し
た
扶
況
の
中
で
、
農
民
に
「
食
を
供
し
」
、
あ
る
い
は
彼
ら
を
一
接
済
す
る
」

-70ー

加

、圃圃

と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

清
朝
園
家
の
江
西
省
に
お
け
る
吐
倉
政
策
が
、
右
の
よ
う
に
睡
系
化
さ
れ
た
陳
弘
謀
の
巡
撫
在
任
時
代
か
ら
乾
隆
の
末
年
に
か
け
て
、
す
な

わ
ち
一
八
世
紀
の
四
十
年
代
か
ら
九
十
年
代
に
か
け
て
の
半
世
紀
は
、
省
内
の
各
州
牒
に
社
倉
が
，
次
々
と
設
立
さ
れ
、
か
つ
維
持
さ
れ
て
い
っ

⑮
 

た
時
期
で
あ
っ
た
q

吐
倉
の
運
営
に
貫
数
あ
る
保
障
を
輿
え
る
そ
の
貯
臓
穀
教
は
、
陳
の
巡
撫
着
任
時
に
は
全
省
で
十
三
高
石
で
あ
っ
た
が
、

@

@

 

そ
の
翌
年
、
乾
隆
七
(
一
七
四
二
)
年
十
月
に
は
二

O
高
石
、
離
任
す
る
八
(
一
七
四
三
〉
年
に
は
三

O
高
石
に
増
大
し
た
。
陳
は
、
乾
隆
七
年

か
ら
十
年
の
聞
に
四

O
高
恥
の
線
に
達
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
が
、
省
内
各
鯨
の
地
方
志
に
記
録
さ
れ
る
右
の
半
世
紀
聞
の
貯
戴
量
の

増
加
は
、
こ
の
水
準
が
寅
現
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
乾
隆
四
四
(
一
七
七
九
〉
年
に
は
、
全
省
の
祉
倉
の
正
額
は
四
一
高
一
九
二
一
石
、



@
 

利
息
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
が
三
二
高
三
八
五
六
石
に
達
し
て
い
る
。
輿
園
鯨
が
清
代
に
所
属
し
て
い
た
江
西
南
部
の
讃
州
府
に
お
い
て
、

@
 

こ
の
期
間
、
陳
の
瞳
系
化
し
た
祉
倉
政
策
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
行
っ
た
か
を
た
ど
っ
て
お
き
た
い
。

同
府
信
豊
勝
の
場
合
で
あ
る
。
乾
隆
一
六
(
一
七
五
一
)
年
刊
の
『
信
豊
牒
志
』

「
地
方
の
役
」
の
賦
課
に
際
し
て
現
貫
に
機
能
し
℃
い
る
地
域
単
位
は
、
鯨
城
と
そ
の
近
郊
で
は
「
坊
」
で
あ
り
、

ゎ

・

瞬
域
外
農
村
部
で
は
「
壁
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
坊
」
及
び
「
壁
」
ご
と
に
「
郷
約
一

7

人
を
余
り
あ
て
て
公
事
を
掛
じ
、
地
坊
一
人
を
し
て
官

陳
の
社
倉
政
策
の
貧
施
を
も
っ
と
も
典
型
的
に
示
す
例
は
、

@
 

に
よ
れ
ば
、
嘗
鯨
で
は
、

役
を
供
せ
し
む
る
」
鰻
制
が
施
か
れ
て
い
た
。
合
計
四
四
ケ
所
の
祉
倉
の
う
ち
、
農
村
部
の
三
九
ケ
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
名
を
も
っ
た
こ
の

「
壁
」
ご
と
に
一
ケ
所
ず
つ
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
各
社
倉
ご
と
の
貯
臓
米
数
は
記
録
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
嘗
鯨
の
杜
穀
の
合
計
四
、
五

七
五
石
徐
を
祉
倉
敷
で
除
す
る
と
一
ケ
所
約
一

O
四
石
と
な
る
。
陳
の
「
祉
倉
規
篠
」
に
お
い
て
は
賦
役
賦
課
単
位
と
さ
れ
た
都
、
里
む
と
に
祉

倉
を
設
置
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
信
豊
鯨
で
は
都
、
里
に
み
あ
う
「
壁
」
ご
と
に
、
忠
寅
に
も
一
つ
ず
つ
の
社
倉
が
設
け
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
信
豊
鯨
で
は
、
陳
の
「
祉
倉
規
篠
ι
が
想
定
し
て
い
る
ほ
ど
順
調
に
、
社
倉
が
置
か
れ
た
す
べ
て
の
「
僅
」

で
米
穀
の
寄
付
が
集
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
『
勝
士
山
』
は
、
「
考
え
る
に
、
帳
簿
に
並
べ
ら
れ
た
寄
付
者
の
氏
名
を
見
る
と
、
鯨
域
内
外
の

五
つ
の
坊
を
除
い
て
、
農
村
部
の
壁
に
つ
い
て
言
え
ば
、
た
だ
草
嶺
、
神
崩
、
長
安
、
識
石
、
丙
江
、
江
口
の
七
つ
の
壁
に
所
属
す
る
も
の
だ

け
で
あ
る
。
残
る
〔
一
一
二
の
〕
壁
に
つ
い
て
は
誰
も
寄
付
者
が
い
な
い
。
乾
隆
口
口
年
に
豚
内
の
祉
倉
の
穀
物
を
卒
均
し
て
分
配
す
る
と
り
き

め
が
行
な
わ
れ
、
結
局
〔
現
存
の
祉
倉
穀
物
の
〕
全
額
を
合
計
し
、
各
壁
に
分
配
し
た
の
で
、
z

ま
だ
寄
付
者
の
出
て
い
な
い
壁
に
も
み
な
祉
倉
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が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
『
鯨
志
』
は
、
「
穀
物
を
集
め
る
こ
と
が
難
か
し
い
の
で
は
な
く
、
集
め
た

上
で
、
長
期
に
わ
た
り
弊
害
の
な
い
管
理
を
績
け
る
こ
と
が
つ
ね
に
難
し
い
の
だ
」
と
し
、
社
倉
の
管
理
運
営
の
困
難
に
も
、
ま
た
言
及
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
祉
倉
の
設
立

M

維
持
上
の
問
題
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
特
に
記
銭
を
残
し
て
い
な
い
績
州
府
の
他
の
諸
豚
に
つ
い
て
も
同
様
に

存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
豊
岡
脚
に
お
い
て
十
六
年
を
経
た
乾
隆
三
二
(
一
七
六
七
)
年
、
社
倉
の
貯
穀

は
、
二
千
石
以
上
増
し
て
六
、
六
九
四
石
に
達
し
、
他
の
諸
燃
の
場
合
も
1

こ
の
年
に
は
、
従
前
に
比
べ
て
多
く
の
場
合
に
穀
教
の
増
加
が
見
ら
れ

‘H5 



616 

る
の
で
あ
る
。
同
時
代
的
な
資
料
で
あ
る
乾
隆
四
七
三
七
八
二
〉
年
刊
の

鯨
で
は
、

従
前
に
記
録
さ
れ
て
い
た
一
三
、
一
八
口
石
か
ら
一
口
、
六
八
三
石
と
や
や
減
少
し
て
い
る
が
、

E 司

積
m 
府
志
I!.. 

巻
零 十
都八

堅賦
は役
従志

記倉
記儲
絡の

さ項
れに
てよ
いれ
さば
さ、
石 鞍

か
ら
一
口
、
六
=
=
石
に
、
信
豊
牒
で
は
乾
隆
二
四
〈
一
七
五
九
)
年
の
回
、
五
墓
石
像
か
ら
、

右
の
六
、
六
九
四
石
に
、

輿
園
牒
で
は
乾
隆
十
五

(
一
七
五

O
)
年
の
三
、
二
九
石
か
ら
七
、
完
ニ
石
に
、

舎
昌
豚
で
は
従
前
に
記
録
さ
れ
て
い
た
一
、
八
六
一
石
か
ら
豆
、
四
呈
石
に
、
安
遠
蘇
で
は
羅
正
四

(
一
七

二
六
)
年
の
そ

C
C
八
石
か
ら
六
、
ニ
八
一
石
に
と
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
て
い
る
。
龍
南
牒
で
は
、
乾
隆
三
二
年
の
九
、
四
六
八
石
が
記
録
さ
れ
、
定
南
臨
も

同
年
の
八
、
霊
山
石
を
記
録
す
る
に
と
ど
ま
る
が
、
長
寧
鯨
で
は
、
乾
隆
十
一
ハ
一
七
四
六
)
年
の
四
、
芸
一
七
石
か
ら
七
、
七
六
三
石
へ
と
増
加
が
み
ら

れ
る
。そ

も
そ
も
、
こ
の
乾
隆
三
二
三
七
六
七
〉
年
は
、
江
西
全
省
の
祉
倉
値
制
に
一
つ
の
蟹
化
が
見
ら
れ
た
年
で
あ
っ
た
。
信
豊
豚
で
は
、
そ
れ

@
 

ま
で
用
い
て
い
た
倉
庫
の
材
木
や
植
を
貰
却
し
、
農
村
部
の
適
切
な
地
黙
に
改
め
て
「
線
倉
」
を
建
設
し
て
い
る
。
輿
園
鯨
で
は
蓄
倉
の
材
木
や

艇
を
同
様
に
虚
理
し
た
外
、
そ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
い
た
貸
出
し
利
息
分
の
穀
物
と
一
一
宕
除
を
新
し
い
組
倉
建
設
と
、
桝
の
製
作
の
費
用
に
充
て

@

@
 

て
い
る
。
こ
の
際
、
信
豊
鯨
の
祉
倉
は
四
四
ケ
所
か
伝
一
八
ケ
所
に
整
理
統
合
さ
れ
、
輿
園
鯨
に
お
い
て
も
、
鯨
の
大
地
域
医
分
た
る
六
つ
の
郷

に
二
乃
至
三
ケ
所
ず
つ
〈
衣
錦
郷
の
五
ケ
所
を
除
く
)
、
城
内
の
二
倉
を
除
い
て
、
合
計
一
八
ケ
所
と
い
う
数
か
ら
し
て
、
整
理
統
合
の
跡
が
見
え

@

@
 

る
。
他
方
、
積
、

一等
都
、
安
遠
の
三
鯨
で
は
設
置
数
の
増
加
が
あ
る
。
省
内
の
他
地
方
で
は
、
案
州
府
の
分
宜
燃
で
、
翌
年
に
従
前
の
一
三
ハ
ケ

@
 

所
か
ら
、
六
乃
至
九
都
ご
と
に
一
線
倉
、
計
五
ケ
所
へ
と
整
理
統
合
が
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
が
、
従
前
の
竜
・
観
・
洞
・
寺
へ
の
寄
留
を
や

@
 

め
、
新
し
く
三
二
年
に
息
穀
を
買
却
し
て
穂
倉
を
建
て
た
南
昌
府
南
昌
豚
の
四
六
ケ
所
の
リ
ス
ト
に
は
、

-72ー

」
う
し
た
整
理
統
合
は
見
ら
れ
な

い
。
穂
倉
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
資
料
が
得
ら
れ
な
い
が
、
明
白
な
こ
と
は
、
各
牒
の
寅
情
に
醸
じ
て
、

設
置
単
位
地
域
が
検
討
し
な
お
さ
れ
た
こ
と
、
新
倉
を
建
設
す
る
に
足
り
る
徐
剰
穀
物
の
蓄
積
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
清
朝
園
家
の
企
固

に
そ
っ
て
、
祉
倉
は
、

「社
倉
規
篠
」
の
示
し
た

t土

一
八
世
紀
の
江
西
省
の
農
村
祉
曾
の
中
に
、
清
朝
園
家
の
制
度
と
し
て
ひ
と
ま
ず
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で

一
定
の
地
域
を
単
位
に
、
絵
剰
の
穀
物
を
所
有
す
る
郷
紳
と
一
般
人
が
自
霊
的
に
穀
物
を
醸
出
L
あ
っ
て
そ
れ
を
蓄
積
し
、
同
じ
く
郷
紳



'
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』
責
産
あ
る
一
般
の
人
格
者
が
管
理
の
任
に
あ
た
り
つ
つ
、
土
地
配
分
の
不
均
等
と
高
利
率
に
苦
し
む
直
接
生
産
者
農
民
に
劃
し
、
端
境
期
の

再
生
産
維
持
の
た
め
、
穀
物
を
相
劃
的
低
利
で
貸
興
す
る
「
自
律
的
」
な
機
構
と
し
て
の
こ
の
佐
倉
が
、
清
朝
園
家
の
制
度
と
し
て
定
着
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
一
九
三

O
年
の
輿
園
鯨
に
お
い
て
、
地
主
と
富
農
が
維
持
し
て
い
た
義
倉
と
一
定
の
共
通
性
を
も
っ

こ
の
祉
倉
を
清
朝
園
家
が
上
か
ら
作
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

貧
窮
の
直
接
生
産
者
農
民
、
事
責
上
は
自
己
の
経
営
を
も
ち
な
が
ら
専
ら
他
人
の
土
地
を
耕
作
し
、
地
代
を
搾
取
さ
れ
て
い
た
佃
戸
が
、
自

然
災
害
に
直
面
し
て
再
生
産
の
持
績
に
困
難
空
来
し
た
際
、
園
家
の
財
政
と
園
家
の
行
政
機
構
に
よ
っ
て
彼
ら
を
賑
郎
す
る
|
ー
す
な
わ
ち
彼

ら
に
米
・
銀
を
給
付
す
る
制
度
を
、
一
八
世
紀
の
清
朝
園
家
が
、
整
備
健
系
化
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
、
清
朝
園
家
が
、
こ
う
し
て
個
別
的
地
主
に

代
っ
て
佃
戸
の
再
生
産
を
保
障
す
る
機
構
を
作
‘
り
つ
つ
、
他
方
で
地
主
の
土
地
所
有
と
地
代
搾
取
を
保
護
す
る
規
制
を
強
め
て
い
た
こ
と
、
に
つ

@
 

い
て
は
、
か
つ
て
江
南
地
方
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
端
境
期
の
糧
食
貸
興
機
構
に
闘
す
る
清
朝
圏
家
に
よ
る
上
述
の
よ
う
な
制
度
化
も
、
基

本
的
に
は
同
じ
原
理
に
立
つ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
(
祉
倉
に
関
す
る
諸
規
定
の
基
本
原
則
は
、
江
西
省
と
江
蘇
省
、
湖
南
省
等
の
聞
に
大
き
な
遠
い
は

dwー

な
h
〉
し
か
し
、
重
要
な
相
異
は
、
自
然
災
害
時
に
は
、
園
家
の
財
政
か
ら
そ
の
行
政
ル
l
ト
を
通
じ
て
無
償
で
米
・
銀
が
給
付
さ
れ
る
の
に

劃
し
、
端
境
期
の
糧
食
貸
興
に
闘
し
て
は
、
園
家
は
い
わ
ば
行
政
上
の
指
導
・
監
督
の
み
に
あ
た
り
、
米
穀
の
醸
出
と
管
理
運
営
を
行
な
う
瞳

制
は
、
農
村
部
の
各
地
域
ご
と
に
、
郷
紳
と
資
産
あ
る
一
般
の
人
格
者
の
手
で
「
自
律
的
」
に
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
舶
に
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
清
朝
園
家
に
よ
る
再
生
産
保
障
へ
の
閥
興
の
限
界
を
示
す
と
と
も
に
、
個
別
的
に
地
代
を
搾
取
し
て
い
る
農
村
社
舎
の
支
配
階
級

の
聞
に
、
端
境
期
の
糧
食
貸
輿
機
構
を
、
個
別
的
搾
取
を
持
績
さ
せ
る
最
低
限
の
保
障
と
し
て
、
共
同
で
設
立
す
る
と
い
う
慣
行
乃
至
運
動
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
唆
す
る
。

-73ー
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一
九
世
紀
の
場
合
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一
九
世
紀
に
入
る
と
、

江
西
省
の
各
賑
志
・
府
志
か
ら
は
、

同
時
代
的
な
批
倉
の
記
録
は
稀
に
な
る
。

省
都
南
昌
勝
の
場
合
、

乾
隆
五
四
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@
 

〈
一
七
八
九
〉
年
刊
の
『
南
昌
府
志
』
に
は
、
乾
隆
三
二
〈
一
七
六
七
〉
年
建
立
の
同
豚
下
四
六
の
線
倉
に
つ
い
て
、
所
在
の
都
・
圃
・
村
・
間
数
・

@
 

穀
数
ま
で
が
克
明
に
記
録
さ
れ
、
乾
隆
五
九
(
一
七
九
四
)
年
刊
の
『
南
昌
腕
士
宮
に
は
、
編
者
の
古
今
未
曾
有
と
い
う
賛
僻
を
附
し
て
、
合
一
倉
一
五

、
D
若
石
に
つ
い
て
都
・
圃
・
穀
数
が
や
は
り
詳
細
に
記
録
さ
れ
る
。
し
か
し
一
九
世
紀
の
道
光
六
三
八
二
六
〉
年
、
同
二
九
三
八
四
九
)
年

@
 

の
各
鯨
士
崎
、
同
治
一
二
三
八
七
三
〉
年
の
府
志
の
記
録
は
、
も
は
や
右
の
一
八
世
紀
末
年
の
府
志
・
豚
志
の
い
ず
れ
か
の
合
計
祉
倉
敷
、
合

@
 

計
貯
穀
数
を
と
り
出
し
て
勝
手
に
組
み
合
わ
せ
る
だ
け
の
も
の
に
な
る
。
同
治
九
(
一
八
七
O
)
年
の
鯨
志
は
こ
の
退
慶
を
自
費
し
、
吐
倉
数

や
貯
醸
穀
数
を
あ
え
て
削
除
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
同
時
代
的
な
記
録
と
し
て
は
、
枇
倉
に
代
っ
、て
義
倉
が
登
場
す
る
。
積
州
府
の
あ
の
信

豊
賦
に
つ
い
て
も
、
一
九
世
紀
以
後
の
具
佳
的
内
容
を
も
っ
た
記
事
と
し
て
は
、
道
光
十
七
〈
一
八
三
七
〉
年
、
知
鯨
張
宗
裕
が
寄
付
を
勤
奨@

 

し
て
建
設
し
た
と
い
う
燃
城
内
ニ
ケ
所
、
鯨
城
外
一
四
ケ
所
、
合
計
穀
数
一
一
回
J

五C
G
石
の
「
民
義
倉
」
な
る
も
の
の
記
録
が
残
る
だ
け
で
あ
る
。

城
外
農
村
部
の
六
つ
の
郷
に
計
一
七
の
祉
倉
が
置
か
れ
、

こ
う
し
た
祉
倉
か
ら
義
倉
へ
の
移
行
の
傾
向
を
も
っ
と
も
丁
寧
に
記
録
し
て
い
る
の
が
、
輿
園
豚
の
北
西
に
境
を
接
す
る
士
口
安
府
泰
和
豚
の
道

@

@

 

光
六
ハ
一
八
三
ハ
)
年
刊
、
及
び
光
緒
四
・
五
〈
一
八
七
八
・
七
九
)
年
刊
の
二
つ
の
鯨
志
で
あ
る
。
同
鯨
で
は
、
乾
隆
一
七
〈
一
七
五
二
)
年
、
鯨

一
倉
卒
均
望
ニ
・
七
石
の
祉
穀
を
貯
蔵
し
て
い
た
。
郷
・
集
落
・
寺
院
の
名
前
で
表嘉
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一
都
、
八
都
等
の
都
の
名
前
で
呼
び
か
え
ら
れ
て
存
績
し
た
よ
う
で
、

慶
八
三
八

O
三
〉
、
同
十
(
一
八
O
五
〉
等
の
年
度
に
お
い
て
、
祉
穀
を
全
部
乃
至
一
部
貰
却
し
て
銀
に
替
え
、
省
の
布
政
司
の
倉
庫
に
迭
っ

た
こ
と
が
某
都
祉
長
の
行
信
用
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
か
ら
祉
倉
本
来
の
機
能
は
失
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
ご
と
く
、
道
光
四

き

た

(
一
八
二
四
)
年
に
着
任
し
た
知
豚
徐
泊
恵
は
、
社
倉
の
貯
臓
米
に
つ
い
て
、
「
向
き
に
謂
う
所
の
儲
と
は
、
徒
だ
に
数
を
備
え
し
の
み
。
之

よ

し

po

'

@

を
核
ベ
ん
と
す
る
も
、
多
く
は
従
り
て
核
ぶ
る
無
し
」
と
し
て
い
る
。
，
こ
の
退
腰
し
つ
つ
あ
る
祉
倉
の
そ
の
後
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
道
光

示
さ
れ
て
い
る
こ
の
期
の
祉
倉
は
、

乾
隆
四
七
(
一
七
八
二
〉
、

一
五
(
一
八
三
五
〉
年
に
な
る
と
、
知
鯨
朱
良
翰
が
、
蘇
下
の
農
村
部
|
|
六
郷
に
寄
付
を
勤
め
て
義
倉
を
建
設

し
て
い
る
。
こ
の
義
倉
は
、
従
来
の
端
境
期
の
糧
食
貸
興
を
目
的
と
し
た
祉
倉
と
は
異
な
り
、
自
然
災
害
を
珠
想
し
た
農
村
内
部
の
備
荒
貯
蓄

倉
と
じ
て
設
け
ら
れ
、
乾
隆
一
七
年
時
黙
の
祉
倉
の
倍
近
く
の
一
二
一
ケ
所
に
わ
た
る
密
度
高
い
分
布
を
示
し
て
い
る
。
類
似
の
扶
混
は
裳
州
府

訓
導
羅
鳳
鳴
ら
と
と
も
に
、
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宜
春
瞬
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
。
同
治
九
・
一

O
(
一
八
七
O
l七
一
)
年
刊
の
『
宜
春
勝
志
』
に
は
、
社
倉
が
」

l

各
郷
村
の
公
所
四
十
二
慮
~

ひ
舎

に
分
置
さ
れ
て
い
る
と
記
す
が
、
乾
隆
一
六
|
二
四
(
一
七
五
一
!
五
九
〉
年
の
間
在
任
し
た
知
鯨
郭
人
傑
が
「
民
を
率
い
て
建
立
し
」
、
合
計

六
千
敷
百
石
の
穀
が
貯
え
ら
れ
た
と
い
う
以
外
、
そ
の
後
の
事
態
に
つ
い
て
は
全
く
説
明
が
見
ら
れ
な
い
一
方
で
、
遁
光
一
八
|
二

O
〈一

八
三
八
l
四
O
)
年
の
間
在
任
し
た
知
麻
の
王
嘉
麟
に
よ
る
義
倉
の
設
立
の
記
事
が
現
わ
れ
る
。
「
知
鯨
王
嘉
麟
、
各
国
に
動
議
し
て
白
か
ら
穀

石
を
損
儲
せ
し
め
、
該
圃
の
荒
歌
に
備
え
し
む
。
其
の
穀
の
多
寡
、
圃
ご
と
に
各
の
お
の
等
し
か
ら
ず
』
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
義
倉
は
里
甲
制
以
来
の
賦
役
賦
課
単
位
と
し
て
の
圃
ご
と
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
密
度
高
く
豚
内
農
村
部
に
分
布
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
義
倉
設
置
の
目
的
は
明
確
に
備
荒
貯
蓄
に
置
か
れ
て
い
る
。
江
西
省
の
各
鯨
に
見
ら
れ
る
一
九
世
紀
前
半
道
光
期
の
以

上
の
よ
う
な
朕
況
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
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先
の
泰
和
牒
に
お
け
る
道
光
十
五
年
の
義
倉
設
立
は
、
買
は
嘗
時
の
南
江
穂
督
陶
溺
が
士
口
安
府
知
府
鹿
津
長
に
機
を
出
し
、
所
属
の
各
廓
に

「
義
倉
の
法
を
行
な
わ
し
め
た
」
こ
と
を
契
機
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
道
光
三
(
一
」
八
二
三
)
年
、
安
徽
巡
撫
で
あ
っ
た
陶
樹
は
、
十
二
ケ

@
 

傑
か
ら
な
る
「
勘
設
義
倉
章
程
」
を
前
年
の
水
害
時
の
経
験
に
も
と
づ
い
て
作
成
し
上
疏
し
た
。
道
光
五
(
一
八
二
五
〉
年
の
上
識
に
よ
り
全

@
 

圏
各
省
の
巡
撫
を
通
じ
て
賓
施
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
「
章
程
」
の
第
一
の
特
徴
は
、
農
村
の
倉
庫
に
貯
議
さ
れ
る
穀
物
は
、
「
春

借
秋
還
」
の
四
字
で
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
あ
の
毎
年
の
端
境
期
の
糧
食
貸
興
に
は
用
い
な
い
、
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
こ
と
に
あ

る
。
農
村
の
倉
庫
の
穀
物
は
、
専
ら
凶
作
時
の
糧
食
の
不
足
に
備
え
る
備
荒
貯
蓄
に
充
て
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
「
章
程
」
で
は
、
こ
う
し

た
目
的
を
も
っ
農
村
の
倉
庫
を
新
し
く
義
倉
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

・「
章
程
」
の
第
二
の
特
徴
は
、
戸
数
の
多
少
に
か
か
わ
り
な
く
、
相
互

に
連
絡
し
あ
う
こ
と
の
で
き
る
有
機
的
な
地
縁
的
関
係
を
も
っ
た
集
落
を
、

ー「
村
」
乃
至
「
郷
村
』
と
呼
び
、
こ
の
「
村
」
ご
と
に
一
つ
の
義

倉
を
共
同
で
設
立
さ
せ
る
方
針
に
あ
る
。
「
村
」
か
ら
離
れ
て
散
居
す
る
家
々
の
場
合
は
、
同
族
乃
至
同
族
内
の
房
ご
と
に
一
倉
を
作
ら
せ
る

か
、
附
近
の
「
村
」
に
附
属
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
倉
庫
の
貯
識
穀
物
自
鐙
を
基
礎
車
位
た
る
「
村
」
か
ら
の
寄
付
に
よ
っ
て
集
積
し
、
倉

庫
の
管
理
を
「
村
L

の
「
老
成
に
し
て
股
買
な
る
人
」
に
行
な
わ
せ
る
な
ど
の
黙
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
「
一
郷
を
以
て
一
郷
の
衆
を
済
わ

-.75.-，-
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せ
る
」
と
い
う
、
こ
の
義
倉
の
「
自
律
的
」
性
格
は
社
倉
の
場
合
と
饗
っ
て
い
な
い
。

「
章
程
」
に
は
、

一
般
論
と
し
て
倉
穀
の
出
入
に
と
も
な
う
紛
糾
の
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
端
境
期
の
糧
食
貸
輿
に
つ
い
て
の

本
質
的
批
判
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
枇
倉
の
贋
絶
を
規
定
す
る
項
目
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
章
程
」
は
農

村
内
部
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
結
集
し
、
備
荒
貯
蓄
の
た
め
の
機
構
を
設
け
さ
せ
る
こ
と
を
第
一
義
的
な
目
標
と
し
て
か
か
げ
て
い
る
。
清
朝
園
家

は
、
端
境
期
の
糧
食
貸
興
の
機
構
と
し
て
の
祉
倉
に
劃
し
て
、
か
つ
て
十
八
世
紀
に
示
し
た
よ
う
な
闘
心
を
も
は
や
携
わ
な
く
な
っ
て
い
た
こ

と
が
、
こ
の
「
章
程
」
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
光
緒
大
清
舎
典
事
例
』
巻
一
九
三
・
積
儲
に
よ
る
と
、
清
朝
園
家

は
、
康
問
一
八
三
六
七
九
)
年
以
来
、
義
倉
を
主
と
し
て
都
市
部
の
貧
民
救
済
施
設
と
し
て
取
扱
っ
て
い
た
が
、
乾
隆
一
二
(
一
七
四
七
)
年

か
ら
嘉
慶
期
〈
一
七
九
六
|
一
八
二

O
〉
ま
で
は
、
義
倉
を
、
農
村
部
で
端
境
期
の
糧
食
乃
至
種
子
の
貸
奥
を
目
的
と
す
る
も
の
と
み
な
し
、
同

じ
目
的
を
も
っ
吐
倉
の
補
助
機
関
と
し
て
取
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
道
光
五
年
、
「
章
程
」
が
上
識
に
よ
っ
て
全
園
に
指
示
さ
れ
て
以

来
、
『
事
例
』
の
上
で
の
義
倉
は
、
備
荒
貯
蓄
を
目
的
と
す
る
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
祉
倉
よ
り
大
き
い
比
重
で
取
扱
わ
れ
る
よ

@
 

う
に
な
っ
た
。

au 
n
d
 

補

Z

そ
の
再
生
産
の
維
持
の
た
め
に
端
境
期
に
お
け
る
糧
食
補
給
を
不
可
依
と
し
て
い
る
直
接
生
産
者
農
民
へ
の
、
米
穀
の
相
劃
的
低
利
に
よ
る

貸
輿
に
関
し
て
、
清
朝
国
家
は
、
原
則
と
し
て
は
自
ら
財
政
支
出
す
る
こ
と
な
く
、
農
村
社
舎
内
部
で
「
自
律
的
」
に
枇
倉
を
つ
く
ら
せ
、
そ

れ
を
上
か
ら
監
督
す
る
陸
制
を
と
っ
て
い
た
。

し
か
し
今
や
こ
の
睡
制
の
維
持
は
、
清
朝
園
家
に
と
っ
て
は
第
一
義
的
で
な
く
な
っ
た
。
糧
食

の
補
給
の
た
め
の
米
穀
の
貸
輿
を
ど
の
よ
う
に
保
障
す
る
か
と
い
う
問
題
の
解
決
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
農
村
社
舎
自
身
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

農
村
社
舎
に
お
け
る
義
倉
形
成
の
一
典
型

前
章
で
は
、
清
朝
園
家
の
行
政
嘗
局
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
上
か
ら
そ
の
設
立
を
推
進
さ
れ
て
き
た
社
倉
に
着
目
し
、
端
境
期
の
糧
食
貸
輿
を



園
家
の
政
策
の
側
か
ら
と
ら
え
て
き
た
。
だ
が
江
西
省
各
懸
の
祉
倉
の
貯
戴
穀
敷
が
上
昇
線
を
描
い
て
い
た
頃
、
同
じ
機
能
を
も
っ
た
倉
庫

が
、
必
ず
し
も
行
政
首
局
の
直
接
の
布
令
、
指
導
に
よ
る
こ
と
な
く
在
地
で
設
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
記
録
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。
前
引
の
乾
隆
一
八
(
一
七
五
三
〉
年
刊
の
『
泰
和
豚
志
』
は
、
乾
隆
一
七
年
の
鯨
下
の
批
倉
の
所
在
地
、

教
の
一
覧
表
を
あ
げ
た
後
に
次
の
よ
う
な
編
者
の
按
語
を
付
し
て
い
る
。

貯
臓
所
、
貯
蘇
米

此
の
外
、
各
郷
義
倉
の
掲
穀
に
し
て
、
或
い
は
洞
に
存
し
て
以
て
同
族
を
携
他
し
、
或
い
は
倉
を
建
て
て
以
て
一
郷
を
振
貸
す
る
も
、
所
在
未
だ
燃
に
報
ず
る

を
経
ざ
る
者
多
く
有
り
。
査
核
す
る
に
葱
し
無
け
れ
ば
砂
な
登
載
せ
ず
。

社
倉
と
し
て
豚
衛
門
で
掌
握
さ
れ
て
い
な
い
多
く
の
義
倉
が
存
在
し
て
お
り
、
醸
出
さ
れ
て
そ
れ
ら
の
義
倉
に
集
積
さ
れ
た
米
穀
は
、
洞
堂

に
貯
醸
し
て
お
く
同
族
の
義
倉
の
場
合
に
は
族
員
の
救
済
に
充
て
ら
れ
、
地
域
に
倉
庫
を
建
設
し
貯
醸
し
て
お
く
場
合
に
は
、
そ
の
地
域
(
一

郷
)
の
人
々
へ
の
貸
出
し
に
充
て
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

勝
街
門
の
船
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
う
し
た
賑
域
外
農
村
部
の
諸

倉
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
『
泰
和
勝
志
』
の
場
合
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
『
勝
志
』
の
按
語
の
内
容

は
、
地
方
志
の
記
載
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
の
種
の
諸
倉
の
存
在
が
必
ず
し
も
特
殊
な
事
例
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
レ
る
。
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一
八
世
紀
後
半
、
と
く
に
乾
隆
四

O
(
一
七
七
五
)
年
を
中
心
に
、
輿
園
豚
の
東
北
一
三

0
キ
ロ
ば
か
り
の
一帽
建
省
境
に
あ
る
建
昌
府
新
城

鯨
域
外
の
農
村
部
の
一
角
で
、
績
々
と
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
多
く
の
倉
も
、
「
祉
倉
規
保
」
の
原
則
に
忠
貨
に
沿

っ
て
設
立
さ
れ
、
瞬
街
門
に

把
握
さ
れ
て
い
る
一
般
的
な
佐
倉
と
は
異
な
っ
た
成
立
過
程
を
も
っ
存
在
で
あ
っ
た
。
省
の
他
瞬
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
八
世
紀
の
一
般
的
な

駐
倉
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
新
城
鯨
の
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
同
治
一
一
(
一
七
八
二
)
年
刊
の

ゃ

「
今
は
煙
か
れ
た
」

『
建
昌
府
志
』
巻
三
・
郎
政
・
積
儲
の
項

に
、
か
つ
て
は
存
在
し
た
も
の
の
、

「
蓄
蔵
の
批
穀
」
と
し
て
、

わ
ず
か
一
、
宍
九
石
徐
の
数
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
s

た
ま
た
ま
、
同
治
一

O
ハ
一
八
七
一
〉
年
刊
の
『
新
城
勝
志
』
巻
三
・
倉
儲
に
こ
の
種
の
倉
に
つ
い
て
、
異
例
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の

詳
細
な
記
事
が
見
ら
れ
る
の
は
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
つ
に
は
、
乾
隆
-
三
(
一
七
四
八
)
年
の
準
土
で
、

@
 

官
に
就
く
こ
と
な
く
儒
者
と
し
て
の
生
涯
を
迭
っ
た
陳
道
の
第
二
子
で
、
損
納
に
よ
り
員
外
郎
と
な
り
、
未
出
仕
の
期
間
の
あ
と
、
兵
部
車

621 
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駕
司
郎
中
、
太
卒
府
知
府
等
を
つ
と
め
た
陳
守
詰
が
、
『
各
郷
義
倉
記
』
な
る
記
録
を
遺
し
て
い
た
こ
と
、
い
ま
一
つ
に
は
、
守
訟
の
姻
戚
や

友
人
、
子
孫
の
執
筆
し
た
文
章
が
残
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
が
『
豚
志
』
の
編
者
に
採
録
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
陳

@
 

氏
は
、
道
以
下
三
代
か
ら
、
準
士
ニ
名
、
拳
人
二
名
、
摘
納
に
よ
っ
て
官
に
就
く
も
の
三
名
を
出
し
、
『
懸
士
山
』
の
人
物
志
な
ど
に
見
ら
れ
る

諸
活
動
か
ら
明
ら
か
に
郷
紳
と
み
な
さ
れ
る
、
が
、
『
鯨
-
士
山
』
の
倉
儲
の
項
に
は
、
こ
の
陳
氏
に
か
か
わ
る
倉
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
諸
倉
に

関
す
る
記
事
も
、
精
粗
の
不
均
等
は
あ
る
が
、
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
鯨
志
』
倉
儲
の
項
の
初
歩
的
な
検
討
を
通
じ
て
、
農
村
社
舎
の
中
か
ら

自
律
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
、
こ
の
種
の
倉
、
い
わ
ば
。
下
か
ら
の
祉
倉
タ
の
存
在
形
態
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

『
鯨
士
山
』
の
倉
儲
の
項
に
は
、
同
治
年
間
に
は
す
で
に
慶
さ
れ
て
い
た
五
倉
を
含
む
、
合
計
四
八
倉
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、

城
内
の
六
倉
を
除
く
四
二
倉
が
豚
域
外
の
農
村
部
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
四
二
倉
中
、
そ
の
沿
革
等
に
関
す
る
記
事
の
附
載
さ
れ
た
二
四
倉

が
検
討
の
劉
象
と
な
り
う
ヤ
検
討
の
結
果
、を
集
約
し
た
表
2
に
却
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
倉
の
主
要
な
特
徴
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

第
一
の
特
徴
は
、
二
四
倉
中
の
多
く
の
成
立
に
、
そ
の
姻
戚
を
も
含
む
陳
氏
の
人
々
が
何
ら
か
の
形
で
開
興
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
二
四
倉
に
つ
い
て
の
記
事
の
中
で
、
筆
者
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ

O
倉
の
内
誇
は
、
陳
守
詰
自
身
、が
一
一
倉
、
守
詣
の
末
弟
陳
守
審
が

@
 

一
倉
、
守
詰
の
妻
の
弟
で
在
郷
の
準
土
た
る
魯
仕
膜
が
五
倉
、
そ
の
他
が
三
倉
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
陳
氏
が
何
ら
か
の
形
で
閥
輿
し
て
い

の
形
成
に
貢

。on，
 

る
一
九
倉
中
の
一
五
倉
に
劃
し
て
、
陳
守
話
、
が
一
宜

O
石
以
上
、
時
に
は
千
石
を
越
す
米
を
寄
付
し
て
、
そ
れ
ら
の
倉
の

d
H本。

献
し
て
い
る
。
さ
ら
に
二
四
倉
の
創
設
の
護
起
に
つ
い
て
は
、
同
族
員
数
慣
と
租
先
祭
把
に
目
的
を
限
定
し
た
、
沼
氏
義
荘
型
の
機
構
で
あ
る

陳
氏
義
荘
を
除
く
と
、
う
ち
一
五
倉
は
陳
氏
以
外
の
者
、
八
倉
は
陳
守
詣
自
身
が
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
『
鯨
士
山
』
巻
十
・
人
物
志
・
孝
友

に
「
守
詩
が
家
居
せ
し
時
、
母
楊
太
夫
人
の
七
十
の
欝
の
魚
め
、
母
の
命
を
以
て
穀
三
千
石
を
出
し
、
各
村
落
に
信
首
し
、
十
倉
を
建
立
す
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
陳
守
詣
の
褒
起
は
、
寅
際
は
八
倉
に
と
ど
ま
あ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
米
の
醸
出
と
倉
の
設
立
の
震
起
と
を

綜
合
す
る
と
陳
守
話
は
}
八
倉
に
賞
質
的
に
開
興
し
て
い
る
。
第
二
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
倉
の
設
置
さ
れ
た
地
域
の
多
く
が
、
陳
氏
と
の
聞

記
具
笹
的
な
位
命
的
川
経
済
的
闘
係
を
『も
っ
て
い
J

る
こ
と
で
あ
る
。
，
陳
守
話
の
開
興
が
認
め
ら
れ
る
一
八
倉
は
九
つ
の
都
に
分
布
し
て
い
る
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。
同
治
一

O
〈
一
八
七
一
)
年
刊
『
新
城
蘇
士
山
』
省
三
・
倉
儲
掲
載
の
鯨
域
外
農
村
部
所
在
四
二
倉
の
中
、
そ
の
沿
革
に
つ
い
て
の
比
較
的
詳
細
な
記
事
の
あ
る
こ

四
倉
に
つ
い
て
、
本
稿
の
必
要
と
す
る
事
項
を
摘
出
し
た
の
が
こ
の
表
で
あ
る
。
他
に
筒
寧
な
割
注
を
付
し
た
も
の
、
割
注
の
な
い
も
の
が
一
八
倉
あ
る
。

大
済
倉
の
陳
守
諮
夫
人
は
、
本
文
の
分
析
で
は
陳
守
訟
と
し
て
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
。

一
九
都
を
上
・
中
・
下
に
分
つ
の
は
、
永
裕
倉
、
裕
原
倉
に
つ
い
て
の
記
事
に
も
と
づ
く
。

空
欄
は
、
そ
の
事
項
に
つ
い
て
の
記
述
が
原
文
中
に
な
い
も
の
で
あ
る
。

- 80-

000 が
、
そ
の
内
-
謹
は
、
陳
氏
の
現
住
地
、
そ
の
租
先
の
居
住
地
、
そ
の
墳
墓
、
守
請
の
義
弟
の
姻
戚
者
の
居
住
地
、
陳
氏
の
所
有
国
土
と
荘
屋
及

び
そ
の
佃
戸
の
所
在
地
、
陳
氏
の
現
住
地
か
ら
三
乃
至
五
里
の
範
園
の
近
接
村
落
群
と
な
っ
て
い
る
。
村
落
群
の
中
に
は
、
陳
氏
の
現
住
地
と

密
接
な
経
済
上
の
空
流
を
も
っ
と
明
記
さ
れ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
他
の
六
倉
中
の
二
倉
も
、
陳
氏
の
現
住
の
村
落
に
置
か
れ
て
い
る
。

第
三
の
特
徴
は
、
陳
氏
義
倉
、
魯
氏
家
廟
義
倉
、
可
離
倉
、
慶
一
繭
義
倉
、
呉
宗
瀬
租
洞
義
倉
を
除
く
一
九
倉
に
お
い
て
は
、
そ
の
設
立
乃
至

運
営
上
の
重
要
問
題
に
つ
い
て
、
陳
氏
を
中
心
と
す
る
郷
紳
層
と
非
郷
紳
と
見
ら
れ
る
層
と
の
聞
の
交
渉
が
行
な
わ
れ
て
い
る
黙
で
あ
る
。

『
鯨
志
』
倉
儲
の
項
の
一
連
の
記
事
の
中
で
は
、
科
事
の
何
ら
か
の
段
階
の
資
格
を
も
っ
者
、
官
僚
と
し
て
の
職
に
就
い
て
い
る
者
、
就
い
た

こ
と
の
あ
る
者
に
閲
し
て
は
、
必
ず
そ
の
旨
を
表
わ
す
修
飾
語
、
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
人
々
と
、
か
か
る
修
飾
語
の
な
い
左
の
よ
う

な
人
々
と
が
交
渉
を
も
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
固
有
名
詞
で
は
、
潜
・
責
・
陳
・
侍
四
姓
農
民
、
番
老
席
・
果
、
香
老
羅
園
棟
、
鉦
族
徐



-
郵
ニ
姓
な
ど
、

-集
合
的
普
遁
名
詞
で
は
、
番
老
、
里
老
、
都
之
人
、
郷
之
人
、
郷
人
、
都
人
、
里
中
各
姓
、
衆
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
人
々
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
太
拳
生
で
あ
る
そ
の
他
子
羅
景
倫
と
共
に
行
動
す
る
者
老
羅
園
棟
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
郷
紳

の
範
固
に
は
属
さ
な
い
人
々
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
非
郷
紳
層
で
は
あ
る
が
、
一
定
の
「
齢
粟
い
、
す
な

わ
ち
徐
剰
穀
物
を
も
ち
、
倉
の
設
立
の
た
め
に
そ
れ
を
醸
出
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
中
に
は
、
香
老
刊
里
老
、
鑑
族
な
ど
と
稽

さ
れ
、
在
地
の
非
郷
紳
的
な
支
配
層
・
指
導
層
に
あ
た
る
者
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
四
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
諸
倉
の
目
的
が
、
多
く
の
場
合
、
端
境
期
の
米
穀
の
貸
興
に
あ
り
、
利
率
も
、
と
く
に
記
載
の
あ
る
こ
例
に
つ
い

て
は
、
-
割
か
ら
一
割
二
分
と
、
相
封
的
低
利
で
あ
る
一黙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
倉
は
、
個
別
的
に
は
永
済
倉
、
裕
原
倉
な
ど
の
固
有
名
を
も
つ

が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
『
各
郷
義
倉
記
』
な
る
文
献
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
一
般
的
に
は
義
倉
と
逼
稽
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
諸
倉
に
託
さ
れ
る
目
的
は
‘
特
殊
な
陳
氏
義
倉
を
除
い
て
、
具
瞳
的
な
言
及
の
あ
る
一
五
倉
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

そ
の
中
の
十
倉
が
端
境
期
の
米
穀
の
貸
輿
で
あ
る
。
『
牒
志
』
巻
十
・
人
物
志
・
孝
友
の
前
引
の
部
分
に
績
い
て
、
「
春
は
貸
す
に
穀
を
以
て
し
、

秋
に
は
其
の
息
を
取
る
」
と
あ
る
こ
と
は
、
諸
倉
の
基
本
的
目
的
の
所
在
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
右
の
十
倉
中
の
六
倉
が
端
境
期
の
貸
興
と

と
も
に
不
作
時
の
米
債
調
節
で
あ
る
卒
躍
を
も
粂
ね
て
い
る
こ
と
は
、
陳
氏
の
住
居
の
あ
る
下
十
九
都
中
田
に
設
立
さ
れ
、
三
千
石
と
い
う
最

大
の
貯
臓
量
を
も
っ
康
仁
倉
の
百
的
が
、
「
里
中
の
卒
耀
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
「
賓
饗
な
る
」
「
里
中
の
編
戸
」
の
再
生

産
構
造
を
全
瞳
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
は
吋
記
憶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

@
 

第
五
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
の
各
倉
が
い
く
つ
か
の
「
村
落
」
乃
至
「
村
」
か
ら
な
る
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
地
域
単
位
に
設
置
さ
れ
て
い
る
例

が
少
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
永
悪
倉
の
置
か
れ
た
十
六
都
曾
坊
と
い
う
地
名
は
、
そ
れ
自
身
が
一
村
落
で
あ
る
と
同
時
に
、
互
い
に

- 81ー

共
通
の
自
然
的
・
祉
曾
経
済
的
篠
件
を
も
っ
た
村
落
群
の
中
心
地
で
あ
・
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

い
て
も
、
「
村
落
」
乃
至
廿
村
」
と
い
う
語
は
、
も
っ
と
も
基
礎
的
な
地
縁
的
翠
位
を
指
す
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
六
の
特
徴
と
し
て
は
、
二
四
倉
の
設
立
年
次
の
内
諜
が
、
乾
隆
四

0

2
七
七
五
〉
年
が
一
一
例
、
そ
の
前
後
の
一
八
世
紀
後
半
中
の
乾

ち
な
み
に
、

ど
の
倉
に
闘
す
る
記
事
に
お

唱525
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隆
年
代
九
例
、
一
九
世
紀
に
入
っ
て
嘉
慶
期
三
倒
、
道
光
期
一
例
と
な
っ
て
お
り
、
陳
守
詣
の
開
典
し
た
一
入
倉
は
一
八
世
紀
の
最
後
の
四
半

世
紀
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
事
げ
ら
れ
る
。

以
上
の
諸
特
徴
は
、
陳
守
詰
の
闘
興
し
た
一
八
倉
の
う
ち
、
陳
氏
義
倉
を
除
く
一
七
倉
に
つ
い
て
、
若
干
の
出
入
は
あ
っ
て
も
、

ほ
ぼ
共
通

し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
組
揺
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
一
七
倉
は
、
新
城
豚
域
外
下
十
九
都
中
田
村
に
本
擦
を
置
き
、
科
奉
の
合
格
者
や

官
僚
を
輩
出
さ
せ
、
大
量
の
租
米
を
取
得
し
蓄
積
し
て
い
る
大
土
地
所
有
者
と
し
て
の
陳
氏
が
、
現
住
地
及
び
自
己
と
社
曾
的
・
経
済
的
諸
闘

係
を
密
接
に
も
つ
い
く
つ
か
の
村
落
群
に
お
い
て
、
在
地
の
支
配
層
・
指
導
層
を
は
じ
め
と
す
る
除
剰
穀
物
所
有
者
と
と
も
に
、
端
境
期
の
米

穀
の
賀
典
を
主
目
的
と
し
、
不
作
時
の
卒
耀
の
機
能
を
も
あ
わ
せ
も
た
せ
な
が
ら
、
乾
隆
四

O
(
一
七
七
五
)
年
を
中
心
に
創
設
し
た
も
の
で
あ

「
祉
倉
規
篠
」
等
の
一
般
的
規
定
に
も
と
づ
き
、
行
政
機
構
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
る
動
奨
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
基
本
的
性
格
は
、
「
枇
倉
規
候
」
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
祉
倉
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

っ
た
サ
こ
れ
ら
一
七
の
義
倉
は
、

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
乾
隆
四

0

2
七
七
五
〉
年
を
中
心
に
行
な
わ
れ
た
一
連
の
陳
氏
に
よ
る
活
滋
な
義
倉
設

立
の
運
動
が
、
必
ず
し
も
一
時
的
な
、
孤
立
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
倉
の
設
立
が
、
こ
の
時
黙
に
限
ら
ず
、
ま

と
こ
ろ
で
、

- 82ー

『
鯨
士
山
』
倉
儲
の
項
は
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
乾
隆
四
ハ
一
七
三
九
〉

「
社
倉
規
僚
」
が
出
さ
れ
る
数
年
前
に
、
下
十
九
都
中
田
の
寧
人
魯
嶺
梅
は
、
「
里
中
に
摘
を
信
え
て
」
、
鍾
賢
社
倉
を
設
立
し
て
い
る
。

同
じ
く
乾
隆
四

O
年
に
先
立
つ
こ
と
久
し
い
時
黙
で
、
五
一
都
桃
難
許
市
街
の
人
々
は
、
牧
穫
感
謝
の
祭
の
た
め
の
醸
金
で
穀
物
を
購
入
し
て

嘉
慶
一
二
(
一
八
O
七〉

た
陳
氏
の
影
響
と
は
か
か
わ
り
な
く
行
な
わ
れ
た
場
合
を
も
、

年義
積
倉
を
設
立
し
て
お
り
、
陳
氏
の
一
連
の
事
業
も
む
し
ろ
か
か
る
先
例
を
ふ
ま
え
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

年
以
来
、
十
四
都
檀
漫
里
を
構
成
す
る
潜
・
賞
・
陳
・
停
の
四
姓
の
「
農
民
」
は
、
「
戸
ご
と
に
穀
若
干
を
出
し
、
他
用
を
経
営
し
て
穀
若
干

あ

を
得
、
共
わ
せ
て
穀
三
十
四
石
を
積
み
、
二
十
五
(
一
八
二

O
〉
年
、
倉
を
停
家
村
に
樹
て
」
た
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
、
し
か

@
 

も
陳
氏
と
は
全
く
濁
立
し
た
動
き
で
あ
っ
た
。
ご
く
わ
ず
か
の
割
注
し
か
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
章
で
は
そ
の
性
格
を
検
討
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
他
の
十
八
倉
も
、
陳
氏
と
は
か
か
わ
る
こ
と
の
な
い
存
在
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
駐
を
考
慮
す
れ
ば
、
乾
隆
四

O
年
前
後
の

後



新
境
牒
の
陳
民
に
よ
る
一
連
の
義
倉
設
立
は
、
乾
隆
一
七
年
の
泰
和
蘇
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
本
来
的
に
は
、
寸
未
だ
牒
に
報
ず
る

を
経
ざ
る
者
多
く
有
り
」
と
さ
れ
る
「
慌
枇
〕
の
有
名
無
名
の
義
倉
設
立
乃
至
維
持
の
動
向
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
所
在
」
の
義
倉
、
そ
の
他
同
種
の
倉
は
、
清
朝
圏
家
の
勧
奨
・
指
示
に
直
接
的
に
削
割
腹
し
て
作
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
下
か
ら

の
文
字
遁
り
自
律
的
な
運
動
と
し
て
江
西
省
の
他
の
豚
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
右
の
五
一
都
桃
難
許
市
街
の
義
積
倉
、
及
び
十
四
都
檀
渓
里
停
家
村
の
四
姓
の
農
民
の
倉
は
、

-設
立
ま
で
の
経
過
に
お
い
て
は
、
郷

紳
的
存
在
の
介
在
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の
種
の
倉
の
も
っ
と
も
本
源
的
な
存
在
形
態
さ
え
強
想
さ
せ
る
。
し
か
し
、
前
者

は
、
乾
隆
四
一
(
一
七
七
六
〉
年
、
陳
守
話
に
寄
付
を
請
い
、
米
二
百
石
の
補
助
を
受
け
、
後
者
は
、
道
光
四
(
一
八
二
回
〉
年
、
奉
人
の
鏡
扶

辰
ら
に
管
理
運
替
の
方
式
の
行
き
詰
り
を
訴
え
、
是
正
の
方
途
の
数
示
を
受
け
、
「
和
酒
倉
」
と
い
う
名
前
を
輿
え
ら
れ
、
か
つ
鯨
の
崩
籍
へ

の
登
録
を
斡
旋
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
陳
氏
ら
郷
紳
の
倉
の
設
立
が
在
地
の
支
配
層
・
指
導
層
の
媒
介
を
必
要
と
し
た
よ
う
に
、
在
地
に
お

け
る
倉
の
設
立
・
維
持
に
と
っ
て
も
、
郷
紳
層
の
媒
介
は
不
可
依
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一回ー

四

太
平
天
国
直
後
の
輿
園
鯨
に
お
け
る
義
倉
の
設
立

太
平
天
国
の
弾
匿
に
績
く
時
期
、
清
朝
権
力
の
側
か
ら
す
る
い
わ
ゆ
る
同
治
中
興
期
に
、
巡
撫
劉
坤
一
の
命
令
に
よ
乃
て
編
纂
さ
れ
た
江
西

目、

省
の
地
方
部
の
多
く
は
、
農
村
部
の
社
倉
、
義
倉
が
都
市
部
の
常
卒
倉
、
義
倉
、
社
倉
な
ど
と
と
も
に
、
太
卒
天
国
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
崩
壊
し

た
と
記
す
。
讃
州
府
に
お
い
て
も
、
安
建
豚
で
は
、
「
以
上
の
社
穀
、
威
豊
六
八
年
の
聞
に
於
い
て
、
均
し
く
髪
逆
の
鼠
擾
を
被
む
り
、
焚
却

す

で

@

さ
れ
て
存
す
る
無
く
、
業
己
に
詳
報
し
諮
菟
さ
る
る
こ
と
案
に
在
り
」
と
さ
れ
、
禽
昌
勝
で
も
、
「
嗣
い
で
各
畳
の
紳
番
の
聯
名
し
て
育
所
報
せ

し
ば
し
ば

ζ
む

t

@

る
に
撮
る
に
、
髪
逆
屡
次
境
を
犯
す
に
遭
い
て
よ
り
、
祉
倉
は
鼓
さ
れ
て
僅
か
に
基
祉
を
儀
せ
り
。
原
儲
の
穀
石
、
将
粒
も
存
す
る
無
し
」
と

事

脅

か

わ

る

か

か

る

み

だ

さ
れ
る
。
輿
園
豚
に
お
い
て
も
「
按
ず
る
に
社
倉
の
穀
石
は
、
前
の
威
豊
年
聞
に
、
迭
衣
賊
の
擾
せ
る
に
因
り
、
焚
掠
さ
れ
て
一
空
な
同
」

@

@

4

 

と
さ
れ
る
。
普
勝
、
長
寧
瞬
、
信
堕
蘇
の
朕
況
も
同
様
で
あ
っ
た
。
太
平
天
国
軍
を
「
髪
逆
」
「
賊
」
と
規
定
す
る
地
方
志
の
編
者
の
階
級
的
立

627 
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場
を
も
硯
野
に
入
れ
る
と
、
こ
の
時
期
の
枇
倉
乃
至
祉
穀
貯
蘇
の
崩
壊
が
-
す
べ
て
天
国
軍
の
攻
撃
に
鯖
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
り
、
事
質
、

@
 

鞍
鯨
、
信
豊
岡
肺
の
各
城
内
の
義
倉
に
つ
い
て
は
、
貯
蔵
さ
れ
た
穀
物
は
清
軍
及
び
地
主
武
装
軍
の
兵
糧
と
し
て
費
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し、

、
一
七
世
紀
の
反
清
あ
る
い
は
反
地
主
の
諸
反
蹴
以
来
、
省
内
に
お
い
て
は
は
じ
め
て
の
激
烈
な
戦
闘
の
遁
程
で
、
倉
庫
の
破
壊
や
穀
物
の

奪
取
が
、
天
国
寧
の
側
か
ら
も
な
さ
れ
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
『
清
園
行
政
法
』
が
、
き
わ
め
て
概
括
的
に
、
「
威
豊
以
後
、
圏
内
ノ
動
範

@
 

-
一
遁
ヒ
、
祉
倉
ノ
荒
贋
セ
ル
モ
ノ
多
ク
、
其
ノ
存
ス
ル
モ
ノ
モ
、
亦
大
抵
有
名
無
賞
ニ
諦
セ
リ
」
と
す
る
の
も
根
擦
の
な
い
こ
と
で
は
な
く
、

こ
の
時
期
で
清
朝
園
家
の
一
腰
維
持
し
て
き
た
枇
倉
鐙
制
、
道
光
期
以
後
の
政
策
の
饗
化
を
ふ
ま
え
て
い
う
な
ら
ば
、
社
倉
・
義
倉
鐙
制
が
大

き
な
打
撃
を
受
け
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
清
朝
園
家
自
身
が
そ
の
支
配
の
再
編
を
試
み
る
過
程
で
、
社
倉
・
義
倉
再
建
の
試
み
も
行

な
わ
れ
た
。
績
州
府
の
い
く
つ
か
の
鯨
で
は
そ
の
跡
を
は
っ
き
り
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
長
寧
鯨
の
光
緒
刊
の
『
豚
志
』
は
、

天
国
軍
に
よ
る
照
下
二
ハ
の
祉
倉
の
焼
却
に
つ
い
七
述
べ
、
績
け
て
同
治
十
二
(
一
八
七
三
)
年
「
知
豚
康
家
桐
摘
を
動
む
。
各
廟
優
の
社
倉
六

十
八
慮
、
共
わ
せ
て
穀
三
千
零
二
十
四
石
五
斗
な
り
。
光
緒
三
(
一
八
七
七
)
年
、
知
鯨
楊
逢
春
摘
を
勘
む
。
各
府
豊
杜
倉
二
千
三
百
五
十
九
石

ぁ

.

@

五
斗
、
二
つ
共
わ
せ
て
穀
を
積
む
こ
と
五
千
三
百
八
十
四
石
な
り
一
と
記
す
。

- 84ー

こ
の
額
は
、
乾
隆
四
六
(
一
七
八
一
〉
年
の
同
鯨
の
吠
況
と
比

べ
、
佐
倉
敷
に
お
い
て
四
倍
以
上
、
貯
蔵
穀
敷
に
お
い
て
千
石
を
上
ま
わ
る
も
の
で
あ
る
。
龍
南
牒
で
も
、
同
治
一

O
〈
一
八
七
一
〉
年
、
知

鯨
林
瑞
徴
の
勤
め
に
よ
り
、
六
千
石
徐
を
貯
え
る
義
倉
が
そ
の
農
村
部
に
設
立
さ
れ
る
。
輿
園
鯨
に
お
い
て
同
治
九
(
一
八
七
O
)
年
か
ら
行
な

わ
れ
た
、
知
麻
雀
園
携
の
働
き
か
け
に
よ
る
義
倉
の
設
立
も
、
ま
ず
こ
う
し
た
清
朝
園
家
に
よ
る
祉
倉
・
義
倉
再
建
推
進
の
一
環
と
し
て
と
ら

え
ら
る
こ
と
で
き
る
。

こ
の
年
二
月
、
署
知
鯨
と
し
て
輿
園
に
来
任
し
た
崖
が
設
立
を
瑳
起
す
る
に
至
る
過
程
は
、
彼
自
身
が
そ
の
編
纂
を
主
宰
し
、
か
つ
執
筆
を

@
 

も
行
な
っ
た
『
同
治
輿
圏
勝
志
』
所
載
の
諸
資
料
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
同
治
九
年
五
月
、
麻
の
郷
紳
た
ち
(
邑
諸
紳
)
は
、
署

知
鯨
の
握
に
射
し
、
勝
城
内
の
常
卒
倉
の
貯
醸
米
を
出
し
て
卒
贈
す
る
よ
う
要
請
し
、
同
牒
下
農
村
部
の
穀
物
貯
臓
の
現
状
か
、
ら
そ
の
こ
と
が

必
須
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
五
月
の
同
鯨
の
米
債
騰
貴
の
中
で
、
鯨
下
で
は
「
郷
間
公
私
の
倉
穀
皆
空
に
し
て
、
鴇
に
〔
米
は
〕
市
に



絶
え
ん
と
す
る
勢
い
で
」
あ
っ
た
。
米
債
を
引
き
下
げ
、
市
場
に
米
を
出
回
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来
か
ら
再
豚
に
は
、
現
金
を
牒
内
に
流

入
さ
せ
る
よ
う
な
、
大
賀
本
を
擁
す
る
商
業
活
動
が
な
く
、
衣
、
-
食
の
生
活
必
需
品
や
冠
婚
葬
祭
、
及
び
さ
ま
ざ
ま
な
臨
時
支
出
を
ま
か
な
う

た
め
の
現
金
は
、
も
つ
ば
ら
牧
穫
し
た
米
穀
を
鯨
外
へ
販
買
し
て
饗
得
す
る
以
外
に
他
の
遣
は
な
が
っ
た
。
従
っ
て
鯨
内
は
米
不
足
の
様
相
を

呈
す
る
。
し
か
も
「
向
き
に
は
六
郷
の
祉
倉
、
義
倉
有
り
。
相
い
輔
け
て
行
な
い
、
事
乃
ち
憤
る
。
今
は
枇
倉
皆
虚
耗
に
し
て
名
有
る
も
貫
無

く
、
義
倉
も
亦
た
諺
々
た
り
」
と
い
う
朕
況
で
あ
る
。
従
っ
て
事
態
の
解
決
の
た
め
に
こ
う
し
た
要
請
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
郷
紳
た
ち
の
見

解
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
屋
は
要
請
に
劉
し
、
常
卒
倉
米
は
飢
僅
に
備
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
年
の
秋
に
は
卒
年
並
み
の
牧
穫
が
あ
っ
て
本

み
の

来
一
定
の
蓄
積
が
可
能
で
あ
る
こ
の
年
の
よ
う
な
場
合
に
は
用
い
る
べ
き
で
な
く
、
「
賂
来
新
穀
既
に
登
ら
ば
、
社
倉
義
倉
の
興
、
克
も
宜
し

す
み

B

く
亙
や
か
な
る
べ
し
」
と
い
う
考
え
を
述
べ
た
。
郷
紳
は
こ
の
提
案
に
賛
成
し
た
。
星
は
、
輿
圏
賑
の
土
地
は
肥
沃
で
は
な
い
が
、
生
産
力
水

準
と
人
口
と
は
ほ
ぼ
見
あ
っ
て
お
り
、
本
来
米
不
足
は
な
い
は
ず
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た
。
握
は
、
さ
し
あ
た
り
、
嘗
面
の
米
債

騰
貴
を
、
郷
紳
た
ち
の
要
請
ど
お
り
、
常
卒
倉
米
の
卒
鰹
に
よ
っ
て
抑
え
る
と
左
も
に
、
夏
の
末
噴
か
ら
の
順
調
な
雨
量
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
同
年
秋
の
豊
作
を
機
に
、
輸
州
府
知
府
と
遁
蓋
の
認
可
を
得
て
、
義
倉
の
設
立
を
行
な
う
に
至
る
。
こ
の
際
雀
が
祉
倉
、
義
倉
の
二
つ
の

名
稽
の
中
か
ら
義
倉
を
選
揮
し
た
の
は
、
「
輿
の
民
但
だ
義
倉
の
利
を
知
り
て
祉
倉
の
利
を
知
ら
.
さ
る
こ
と
久
し
σ

誠
に
之
を
興
す
に
義
倉
を

以
て
す
る
を
便
と
魚
す
」
と
い
う
剣
断
に
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

握
が
護
起
し
、
郷
紳
た
ち
が
賛
意
を
表
し
て
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
輿
園
豚
の
新
し
い
義
倉
の
構
想
は
、
次
の
よ
'
う
な
も
の
で
あ
っ

た。

ω全
鯨
の
百
八
の
蛋
に
百
八
の
倉
を
設
け
る
。

ω倉
の
穀
物
の
寄
付
に
際
し
て
は
百
石
か
ら
敷
石
敷
斗
に
至
る
ま
で
多
少
を
問
わ
な
い

が、

'一
倉
の
貯
醸
す
べ
き
標
準
量
は
二
、
三
百
石
と
す
る
。

ω倉
の
穀
物
の
出
納
は
、
佐
倉
に
つ
い
て
の
従
来
の
規
定
と
同
じ
く
、
各
盤
の
董
事
に

委
ね
て
官
は
開
興
せ
ず
、
年
度
末
に
臨
検
し
て
、
そ
の
結
果
を
上
級
機
関
に
報
告
す
る
だ
け
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
地
域
単
位
ご
と
に

倉
を
設
け
、
穀
物
の
集
積
と
出
入
の
管
理
を
一
切
そ
の
構
成
員
に
委
ね
る
と
い
う
惇
統
的
な
祉
倉
に
つ
い
て
の
原
則
に
沿
っ
た
構
想
で
あ
る

が
、
車
位
と
し
て
は
畳
が
改
め
て
選
揮
さ
れ
た
黙
に
、
こ
の
嘗
初
の
構
想
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
こ
の
壁
は
、

629 
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か
つ
て
乾
隆
八
(
一
七
四
三
〉
年
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@
 

湖
北
巡
撫
長
斯
盛
が
、
「
推
贋
祉
倉
之
意
疏
」
に
お
い
て
保
甲
の
組
織
を
基
礎
に
枇
倉
を
設
立
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
「
十
家
一
牌
、
十
牌
一
甲
、

十
甲
一
壁
の
中
、
一
倉
を
建
立
せ
ん
」
と
請
う
た
際
の
盤
、
す
な
わ
ち
保
甲
制
の
車
位
と
し
て
の
保
と
同
一
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
乾
隆
一

@
 

六
〈
一
七
五
一
)
年
首
時
の
信
豊
豚
で
、
賦
役
賦
課
の
車
位
で
あ
る
と
同
時
に
祉
倉
設
置
の
翠
位
と
さ
れ
た
壁
も
、
保
甲
制
の
保
と
重
な
り
あ

@
 

う
存
在
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
壁
は
乾
隆
四
五
(
一
七
八
O
)
年
刊
『
徳
化
鯨
志
』
所
載
の
保
甲
表
の
保
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

数
個
の
村
荘
か
ら
成
り
、
人
口
に
脹
ず
る
一
定
数
の
甲
を
従
え
た
、
清
朝
園
家
の
人
民
支
配
の
基
礎
単
位
で
あ
り
、
か
つ
地
域
単
位
で
あ
る
と

一
腰
み
な
し
て
よ
い
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
場
合
の
畳
が
保
甲
制
に
基
礎
を
置
き
つ
つ
も
、
ご
く
近
い
過
去
の
輿
闇
蘇
に
お
い
て

は
、
太
卒
天
国
軍
と
の
戦
闘
に
お
け
る
郷
村
「
自
衛
」
組
織
の
基
礎
皐
位
と
し
て
の
側
面
を
は

っ
き
り
と
携
わ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ

れ
を
郷
紳
が
指
導
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
援
園
携
の
下
で
『
輿
園
鯨
志
』
の
編
纂
に
か
か
わ
っ
た
同
鯨
の
讃
書
人
鍾
音
鴻
の
政
文
に
は
左

の
よ
う
な
一
節
、
が
あ
る
。

み
だ

成
型
三
五
年
、
六
七
年
の
閥
、
専
属
疲
し
、
三
面
の
昔
、
其
の
議
長
言
。
該
匪
昼
奈
り
て
援
を
号
、
並
び
に
東
北
西
郷
を
優
す
な
境
の

郷
民
、
圃
を
乗
め
盤
を
聯
ね
、
自
ら
貨
糧
を
備
え
、
各
の
お
の
様
械
を
置
き
、
郷
紳
之
が
統
率
を
矯
す
。
:
:
:
孤
城
郷
盤
、
虞
れ
無
き
を
保
し
得
た
り
。

一部ー

太
平
天
国
軍
か
ら
奮
来
の
郷
村
秩
序
を
防
衛
す
る
た
め
の
基
礎
単
位
と
な
っ
た
盤
が
、
戦
闘
の
記
憶
も
生
ま
な
ま
し
い
同
治
期
に
お
い
て
、
新

た
な
義
倉
設
立
の
事
業
を
興
す
上
で
も
有
数
な
車
位
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
又
、
雀
は
、
義
倉
新
設
の
構
想
を
立
て
る
に
つ
い

て
「
各
郷
の
紳
番
を
集
め
て
議
さ
せ
」
、
構
想
の
内
容
に
つ
い
て
「
紳
香
と
約
し
た
」
と
自
ら
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
紳
番
」
は
、
援
に
常

卒
倉
米
の
放
出
を
乞
い
、
義
倉
の
設
立
に
賛
同
し
た
「
邑
の
諸
紳
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
太
卒
天
国
と
の
戦
闘
で
行
な
っ
た
と

同
様
、
郷
民
を
指
導
し
、
義
倉
設
立
に
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
雀
も
指
摘
す
る
ご
と
く
、

義
倉
設
立
の
事
を
議
す
る
に
嘗
り
、
そ
の
困
難
を
言
う
者
や
、
形
勢
を
観
望
し
て
日
和
見
る
者
も
存
在
し
た
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
清
朝
園
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
在
地
に
お
い
て
も
太
卒
一
天
国
の
既
制
秩
序
に
輿
え
た
打
撃
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
支
配
階
級
の

つ

つ

お

〈

志
向
は
明
ら
か
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
か
ら
再
三
再
四
「
郷
に
下
っ
て
動
議
」
し
「
各
村
跨
躍
し
、
随
い
で
轍
し
随
レ
で
織
る
」
と
い

う
獄
況
を
作
り
出
L
た
と
レ
う
雀
の
自
費
は
、
客
観
的
に
見
れ
ば
圏
家
と
郷
紳
の
志
向
を
結
ぶ
役
割
を
知
師
怖
が
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
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すイ言.ハて
な従で
りす合輿
J 。士薗
と吉〉豚
、年年で
崖のに百
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員利出の
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』 、況八
巻ーはの
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尾成tつる
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宗百にあ各
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でる コ「紳
32J所縞2番
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什百者にと
に草介喜の
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邸1

こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

表 S

郷名|村落数| 義(枇〉倉〔その抑制徴|開鰍

大足郷| 72ケ所 (18ケ所〕 、 4990石

費減郷| 88 (15ケ所〕 6115 

清徳郷| 103 (27ケ所〕 7822 

儒林郷| 49 (20ケ所〕 3752 

太卒郷| 65 ( 4ケ所〕 6053 

衣錦郷| 28 C 1ケ所〕 4333 

メ口益、 計 I423 I 405 (85ケ所〕 33065 

域内四隅| 11 2415 

Of向治輿劉蘇志』容十・倉儲附による。 0村落数は同廓志・

倉田・街巷村荘附による。0公堂とは同姓・同房の倉と見られ

るものをかりに比定したものである。

初
の
目
標
は
、
こ
の
按
語
に
よ
れ
ば
、
わ
ず
か
一
年
で
コ
ニ
高
三
千
〔
石
〕

有
奇
」
と
そ
の
最
高
の
線
で
達
成
さ
れ
、
し
か
も
な
お
増
加
し
つ
つ
あ
っ

た
。
そ
し

xh重
要
な
問
題
は
、
雀
は
と
く
に
そ
の
黙
が
諜
想
外
で
あ
っ

た
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
倉
の
設
置
箇
所
が
百
八
と
い
う
盤
の
敷

を
は
る
か
に
よ
回
り
、
一
一
一
百
ケ
所
を
一
越
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

い
ま
一
つ
の
按
語
に
は
、
同
治
十
年
の
時
黙
で
の
集
約
と
し
て
、
「
穂
計
，

す
る
に
穀
を
儲
え
る
こ
と
三
高
除
石
、
計
る
に
倉
三
百
除
所
、
云
々
」
'と

記
さ
れ
、
さ
ら
に
、
績
い
て
載
せ
ら
れ
た
、

一瞬
域
内
四
隅
及
び
賑
域
外
六

な
ら
び
に
そ
の
各
々
の
貯

← 87一

郷
の
新
設
の
倉
の
所
在
地
名

(乃
至
倉
名
等
)
、

蔵
穀
敷
の

E
大
な
二
覧
表
で
は
、
筆
者
の
濁
自
な
試
算
に
よ
れ
ば
、
表
3ー

の
よ
う
に
、
回
開
城
外
農
村
部
の
み
で
合
計
四

O
五
ケ
所
、
宣
言
一
、

D

歪
石
と

い

う

数

値

が

出

る

の

で

あ

る

。

乾

隆

三

二

三

七

六

七

〉

年

の
同
鯨
の
祉
倉
二
一
ケ
所
、
唱
、
ョ
一
空
一
石
と
は
全
く
衣
元
を
異
に
す
る
規
模

こ
こ
に
は
、
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表 4 同治9・10(1870・71)年新設義(枇〉倉の倉名・貯蔵毅敬一覧表抜粋・

大足郷新設義倉 7 1所

場南鍾姓 390石 陳姓露斯指鎗 800串，今存殺 310石

司自南劉姓 49石 街頭劉姓 110石

場南羅姓 38石 場南朱姓 55石

場南王姓 56石 菜園村 50石

中 略・‘・…...

※遼 ロ 20石 回 西 48石

悠 渓 53石 蕉 渓 22石

隆 前 75石※黄金坪 59石

済源坊 28石※荷 嶺 47石

太 山 63石 嶺 背 72石

※上龍村 32石 上 淫 110石

以 下 略

費減郷新設枇倉 8 8所

※石 恰 46石 石 ~ 41石

新何二姓 24石 臓樹下 34石

花橋坊 6.5石陳 姓 35石

石下坊 21石 ※陽村欧陽 546石

中 略.........

胡姓老倉 310石 胡惑元堂 105石

拐徴兆堂 20石 胡君事徳堂 5石

以 下 略 -・・…・・

清徳郷新槍前土倉 (103所〕

前 略...・H ・.. 

南門坪 21石 ※車渓永盟倉 93石

※車渓李賓善 40~余石 落塘君稿倉 35石

牛斗織元堕倉 17石 ※集瑞場産会慶倉 30石

中 略

-88 -
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場E 田

謝換文房

謝時群房

20;石 塘石室謝維穂房

45石 務時輔房

51石 謝時綱房

中 略....・H ・-

※上宅盤因坊 共般 184石、※程渡壁

※小春盤整童謡霊21Z合衆共 9向 精阿隻

l※股富盤謝姓 120石 蕉渓

……中 略

穂下盛合龍 44右 園練倉

龍下盤上洛 338石〆 土産院

太空軍坊鐙子賓摘穀 100石 永昌坊

共穀 270石

以下略

儒林郷新増祉倉 49所

以下略

太卒郷新増粧倉 66所

前 略・...・H ・-

※賓右盤八甲 害容旭珍謂 1∞石 t茶畑光楕
善寺元摘 100石 合

以下略'"・H ・・

錦郷新靖粧倉 28所

武漢合壁

小院

※左別選新盤

洛圏

衣

驚娠網抱
合共

100右
初O右 i 武漢骨姓

60石 江背洞八甲

共 33石 ※源頭盤

45石 ※官田盤

以下略・・ H ・H ・-

160右

28石

田石

119石

100石

19石

237石

21石

26右

100右
1200石

147石

24村共2∞o石‘
66石，

172石

011"同治輿園蘇志』容十・倉儲附による O※印は，岡県華志・巻四・街巷村荘附に村

荘名としても記されているもの。但し上宅量産などの場合の村荘名はー宅である。

- 89-
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の
大
き
さ
が
見
出
さ
れ
る
。
な
ぜ
嘗
初
の
計
重
を
上
回
る
大
量
の
倉
が
新
設
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
倉
は
ど
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
の

か
。
表
3
に
加
え
、
表
4
に
抜
粋
し
た
一
一
覧
表
の
記
載
内
容
自
睦
を
主
た
る
手
が
か
り
と
し
て
若
干
の
論
黙
を
提
出
し
て
お
き
た
い
。
(
な
お
、

こ
れ
ら
新
設
の
倉
の
一
般
的
呼
穏
と
し
て
、

以
下
で
も
義
倉
の
名
を
用
い
る
が
、

『懸
志
』
で
は
、
必
ず
し
も
義
倉
に
統
一
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
雀
図
携

は
設
立
の
設
起
の
段
階
で
は
、
祉
倉
、
義
倉
雨
者
の
中
か
ら
、
懸
民
の
親
近
性
を
念
頭
に
お
い
て
義
倉
の
名
を
選
揮
し
、
設
立
の
進
行
時
に
お
い
て
も
「
興
国
蘇

改
設
義
倉
記
」
な
る
一
文
を
も
の
し
て
い
る
。
し
か
し
、
賓
際
ピ
設
立
が
一
腹
完
成
し
た
段
階
で
、
雀
が
確
認
し
て
い
た
は
ず
の
一
覧
表
に
は
、
表
4
の
よ
う
に

農
村
部
の
新
倉
の
う
ち
大
足
郷
の
そ
れ
の
み
が
「
新
設
義
倉
」
と
呼
ば
れ
、
他
の
五
郷
の
そ
れ
は
い
ず
れ
も
「
新
槍
吐
倉
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
一
覧
表

の
前
に
あ
り
、
僅
が
執
筆
し
た
と
み
な
さ
れ
る
按
語
に
は
、
新
設
の
倉
の
管
理
に
つ
い
て
、
っ
民
間
経
理
し
、
官
司
稽
察
す
る
は
吐
倉
の
向
き
の
章
と
同
じ
」
と

し
て
、
こ
の
面
で
の
佐
倉
と
の
共
通
性
に
あ
え
て
言
及
し
て
い
る
。
雀
自
身
は
枇
倉
と
義
倉
の
性
格
に
本
質
的
な
直
別
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
J

第
一
は
、
義
倉
の
設
置
さ
れ
た
地
域
単
位
の
存
在
形
態
に
閲
す
る
問
題
で
あ
る
。
城
外
六
郷
の
義
倉
の
組
数
回

O
五
は
、
表
3
の
よ
う
に
、

『
豚
士
宮
毎
回
・
街
巷
村
荘
に
記
載
さ
れ
た
六
郷
の
村
荘
総
数
回
二
三
陀
ほ
ぼ
見
あ
っ
て
い
る
。
質
的
な
検
討
を
ぬ
き
に
し
て
、
こ
の
線
量
だ

け
の
封
比
で
い
え
ば
。、
同
治
十
(
一
八
七
一
)
年
の
村
荘
と
義
倉
と
の
閥
係
は
、

村
に
も
一
つ
の
義
倉
が
あ
る
」
と
い
う
朕
組
と
一
定
の
一
類
似
性
を
も
っ
。
少
く
之
も
同
治
十
一
年
の
輿
園
蘇
で
は
一
九
三

O
年
と
同
様
に
、
農

大
な
農
村
の
全
域
に
わ
た
っ
て
義
倉
が
密
度
高
く
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
確
認
で
き
よ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
村
と
義
倉
と
の
関
係
に

一
九
三

O
年
の

「
輿
園
調
査
」
に
お
け
る

「
ほ
と
ん
ど
ど
の

-90ー

つ
い
て
の
一
定
の
類
似
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
鯨
士
山
』
巻
四
の
村
荘
名
と
、
巻
十
の
右
の
一
覧
表
に
お
け
る
地
名
相
首
の
固
有
名
と
は
必
ず

し
も
劃
麗
し
な
い
。
南
者
が
割
腹
す
る
の
は
一
二

O
例
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
一
つ
に
は
、
衣
錦
郷
を
除
け
ば
、
三
一
五
の
村
妊
に
劉
し
三
八
七

ケ
所
の
義
倉
が
あ
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
義
倉
の
設
置
が
村
荘
に
よ
っ
て
不
均
等
で
あ
り
、
複
数
以
上
の
義
倉
を
も
っ
村
証
が
あ
る

他
方
で
、
全
く
義
倉
の
な
い
村
荘
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
文
二
つ
に
は
、
義
倉
が
、
『
鯨
志
』
の
記
載
す
る
村
証
以
下
の
よ
り

細
分
化
さ
れ
た
地
域
単
位
や
、
同
族
と
レ
っ
た
別
の
次
元
の
単
位
と
結
び
つ
く
場
合
'の
あ
っ
た
こ
と
に
も
か
か
わ
り
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
総
括

的
に
い
え
ば
、
囚

O
五
ケ
所
の
義
倉
中
、
三
一
八
ケ
所
は
地
名
相
嘗
の
固
有
名
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、
多
く
の
義
倉
が
村



荘
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
の
、地
縁
的
な
社
曾
関
係
を
基
盤
に
設
立
さ
「
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
首
初
の
計
董
で
義
倉
設
立
の
単
位
と
さ
れ
た
壁
と
寅
際
に
新
設
さ
れ
た
義
倉
主
の
関
係
で
あ
る
。
表
4
の
清
徳
郷
の
箇
所
に
「
小

春
壁
、
韓
準
春
掴
穀
五
百
石
、
王
擢
龍
摘
穀
一
百
石
、
合
衆
共
九
百
零
七
石
」
と
あ
る
の
が
、
嘗
初
の
計
董
を
そ
の
ま
ま
に
寅
現
し
た
典
型
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
例
は
、
衣
錦
郷
の
「
官
田
壁
¥

よ
り
簡
潔
な
表
現
の
場
合
も
含
め
て
一
七
例
、
清
徳
郷
の
「
龍
下

壁
合
龍
、
四
四
石
」
の
よ
う
な
場
合
を
も
含
め
て
二
八
例
で
あ
り
、
全
健
の
七
%
程
度
で
あ
る
。
一
畳
一
倉
と
い
う
嘗
初
の
構
想
そ
の
も
の
は

寅
現
さ
れ
て
い
な
い
。
か
り
に
一

O
八
畳
全
部
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
全
睦
の
四
分
の
一
強
に
達
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
今
回
の

新
設
が
畳
の
下
に
包
接
さ
れ
て
い
た
村
荘
な
ど
の
地
縁
的
社
曾
関
係
に
よ
り
多
く
依
接
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
清
徳
郷
に

あ
る
園
練
倉
は
、
郷
村
「
自
衛
」
軍
事
組
織
と
義
倉
と
の
直
接
的
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

一
七
二
石
」
と
い
う
、

第
三
は
、
表
4
の
大
足
郷
の
濡
南
鍾
姓
、
域
南
劉
姓
、
埼
南
羅
姓
、
域
南
王
姓
、
清
徳
郷
の
塘
石
畳
謝
惟
稽
房
、
謝
燥
文
房
、
謝
時
輔
房
、

謝
時
群
房
、
表
外
だ
が
、
澄
塘
畳
間
一
幅
劉
姓
倉
、
王
姓
倉
な
ど
、
特
定
の
同
族
、
家
族
の
名
で
表
現
さ
れ
る
義
倉
が
囚

O
五
ケ
所
中
の
八
五
ケ

所
、
約
二
O
%
に
の
ぼ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
義
倉
は
、
陳
弘
謀
に
お
け
る
同
族
の
祉
倉
、
陶
溺
に
お
け
る
同
族
と
房
の
義
倉
を
文
字
通
り
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韓
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

一
九
三

O
年
の
「
興
園
調
査
」
に
お
け
る
公
堂
と
も
共
通
す
る
側
面
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

第
四
は
、
表
4
の
清
徳
郷
の
車
渓
永
豊
倉
、
落
塘
君
一
踊
倉
、
集
瑞
繍
品
開
慶
倉
の
よ
う
に
、
縁
起
の
良
い
抽
象
的
な
語
句
を
冠
し
た
義
倉
が
九

例
見
出
さ
れ
る
黙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
倉
名
は
、
永
豊
倉
、
豊
裕
倉
、
永
恵
倉
な
ど
の
、
新
城
豚
に
お
け
る
一
連
の
義
倉
名
と
共
通
す
る
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
も
っ
て
お
り
、
同
治
九
年
、
崖
ら
の
設
立
勧
奨
を
受
け
る
以
前
に
設
立
さ
れ
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
名
で
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た

も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
単
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
論
謹
に
代
え
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
が
、
少
く
と
も
、
そ
の
名
が

一
定
の
歴
史
の
た
し
か
な
存
在
を
示
し
て
い
る
賓
城
郷
の
「
胡
姓
老
倉
」
の
よ
う
に
、
以
前
か
ら
在
地
に
根
を
張

っ
て
い
た
義
倉
が
、
四

O
五

倉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
貫
で
あ
ろ
う
。

~35 

第
五
は
、
四

O
五
の
新
設
義
倉
の
規
模
乃
至
貯
識
穀
数
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

一
賢
表
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
諸
倉
の
一
倉
あ
た
り
の
貯
識
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一
四
・
八

一・七一

三・

o-

四
・
四
一

玄
・
二
一

七

穀
数
は
最
低
五
石
か
ら
最
高
二
千
石
に
及
ぶ
多
様
な
分
布
を
示
す
。
こ
れ
を
草
純
に
算
術
卒

均
す
る
と
八
一
・
六
石
と
な
る
が
、
表
5
の
よ
う
に
、
完
石
以
下
は
一
己
石
き
ざ
み
、
一
C
C
石
以
上

は一
C
C
石
き
ざ
み
で
度
数
分
布
を
と
る
と
、
計
六
口
倉
、
一
回
・
八
%
を
占
め
る
一
c
c
l
一
究
石
の
部

上
下
二
つ
の
ピ

l
ク
が
見

分
と
、
右
倉
、
一
九
・
0
%
を
占
め
る
ニ
D
Jニ
九
石
の
部
分
と
レ
ぅ
、

出
さ
れ
る
。
上
の
ピ
ー
ク
の
一

g
J一
究
石
と
い
う
規
模
は
、
た
ま
た
ま
「
輿
園
調
査
」
で
一

村
に
一
ケ
所
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
、
同
牒
第
十
匡
の
第
一
、
二
、
三
郷
の
義
倉
の
一
村
卒

均
所
有
穀
数
、
ニ
0
0
石
ハ
第
一
郷
)
、
一
c
c
石
(
第
二
郷
)
、
宅
石
〈
第
三
郷
〉
と
も
見
あ
う
も
の

で
あ
り
、
こ
の
調
査
の
行
わ
れ
た
一
九
三

O
年
の
尺
度
で
計
れ
ば
、
義
倉
と
し
て
恒
常
的
機

能
を
果
し
う
る
だ
け
の
水
準
に
達
し
て
い
る
と
い
与
え
よ
う
。
他
方
、
下
の
ピ
ー
ク
を
な
す
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ニ
O
Jニ
九
石
と
い
う
規
模
は
、
一
九
三

O
年
の
こ
の
一
村
基
準
に
照
ら
す
と
か
な
り
規
模
は
小

さ
い
。
と
こ
ろ
が
、
貨
は
、
ニ
O
Jニ
九
石
の
諸
倉
を
は
じ
め
、
一

O
J
一
九
石
、
一
言
J
完
石
、
回
O
J

四
九
石
と
い
う
規
模
の
小
さ
い
倉
が
、
計
-
一
一
一
一
一
倉
、
吾
・
ハ
%
を
占
め
て
い
る
。
義
倉
の
貯
識
穀

数
に
は
、
在
地
の
生
産
力
水
準
、
階
級
構
成
、
社
曾
的
・
政
治
的
動
向
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な

要
素
が
か
ら
み
あ
っ
て
反
映
す
る
。
た
と
え
ば
同
じ
村
で
も
、
賓
城
郷
の
眼
村
は
ニ
五
石
、

清
徳
郷
の
文
漢
村
は
一
六
ニ
石
と
い
う
不
均
等
が
あ
り
、
姓
を
名
乗
る
倉
に
も
、
太
卒
郷
高
多

〔
村
〕
の
鍾
姓
の
一
吾
石
、
心
回
の
鍾
姓
の
吾
石
と
い
う
格
差
が
あ
る
。

従
っ
て
ど
れ
だ
け

の
規
模
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
単
位
に
比
定
で
き
る
か
と
い
う
よ
う
な
、
機
械
的
な
分
析
は

不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
¥
右
に
示
し
た
よ
う
な
、
屠
厚
く
分
布
す
る
多
く
の
小
規
模
の
義

倉
が
、
嘗
初
の
構
想
で
一
倉
の
設
置
単
位
と
さ
れ
て
い
た
畳
の
下
に
あ
る
、
多
く
の
地
縁



集
圏
一ど
ど
に
Y

乃
至
は
血
縁
集
圏
ご
と
に
作
ら
れ
之
い
る
こ
と
は
、
第
一
、
二
、

ー三
の
諸
特
徴
と
あ

F

わ
せ
考
え
る
時
、
確
賞
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
小
規
模
倉
こ
そ
、
嘗
時
の
農
村
社
舎
を
構
成
し
て
い
る
基
礎
細
胞
の
存
在
形
態
を
卒
直
に
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
六
は
、
倉
の
目
的
、
乃
至
そ
の
機
能
の
具
桂
的
な
内
容
の
問
題
で
あ
る
70

本
稿
で
追
求
し
て
き
た
端
境
期
の
糧
食
貸
典
を
、
こ
れ
ら
の
倉

が
目
的
と
し
て
い
た
と
す
る
直
接
的
言
及
は
、
『
鯨
志
』
所
載
の
関
係
資
料
に
は
な
い
。
~
前
述
し
た
こ
の
た
び
の
義
倉
設
立
護
起
に
至
る
経

過
は
、
米
債
騰
貴
を
抑
え
る
た
め
の
卒
耀
米
の
蓄
積
が
こ
の
倉
に
ま
ず
託
さ
れ
た
目
的
で
あ
っ
た
と
み
が
示
し
て
お
り
、
援
の
「
郎
組
問
潤
指

摘
義
国
記
」
に
も
そ
れ
を
示
唆
す
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
む
、
崖
が
、
少
く
と
も
こ
れ
ら
新
設
の
義
倉
の
管
理
運
営

に
つ
い
て
は
「
祉
倉
の
砕
き
の
割
引
に
従
う
」
と
明
言
し
、
ま
た
設
立
設
起
に
至
る
遁
程
で
の
護
言
に
お
い
て
、
社
・
義
雨
倉
の
間
に
本
質
的
匡

別
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
崖
が
、
社
倉
固
有
の
端
境
期
の
貸
興
機
能
を
否
定
す
る
裂
言
を
行
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も

ま
た
た
し
か
で
あ
る
。
か
つ
て
の
新
城
豚
で
在
地
か
ら
創
設
さ
れ
て
い
っ
た
諸
義
倉
の
中
に
、
端
境
期
の
貸
輿
と
卒
纏
と
を
粂
ね
る
も
の
が

敷
例
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
時
、
同
治
九
l
一
O
年
の
輿
園
鯨
下
で
新
設
さ
れ
た
諸
義
倉
が
、
端
境
期
の
貸
借
を
も
そ
の
目

的
と
し
て
い
く
可
能
性
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
た
だ
、
こ
の
可
能
性
が
現
質
性
に
輔
化
し
、
一
九
三

O
年
の
興
園
勝
義
倉
に
繕
承
さ
れ
て
い

く
契
機
は
、
も
は
や
必
ず
し
も
清
朝
園
家
の
働
き
か
け
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
在
地
の
農
村
社
禽
自
身
の
動
向
に
あ
っ
た
と
諜
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

.....;. 93干

さ
て
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
米
穀
の
寄
付
に
よ
る
集
積
は
、
知
鯨
握
の
目
標
を
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
畳
一
倉
、
一
倉
二
、
三

百
石
と
い
う
嘗
初
の
構
想
は
か
な
り
の
襲
容
を
受
け
た
。
た
と
え
ば
、
こ
の
構
想
に
は
、
都
圏
・
里
甲
を
倉
設
置
の
単
位
と
し
た
、
陳
弘
謀
の

「
吐
倉
規
繰
」
と
同
種
の
考
え
方
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
現
寅
に
出
虐
上
っ
た
義
倉
は
、
む
し
ろ
、
戸
数
の
多
少
を
問
わ
ず
、
相
互
に

連
絡
の
あ
る
地
縁
的
集
圏
を
村
と
規
定
し
、
こ
の
意
味
で
の
村
を
単
位
に
倉
を
つ
く
ら
せ
よ
う
と
し
た
、
陶
樹
の
寸
勘
設
義
倉
章
程
」
の
考
え

方
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
嘗
初
の
構
想
に
は
な
か
っ
た
が
、
か
つ
て
陳
・
陶
と
も
、
附
加
的
な
仕
方
な
が
ら
、
倉

の
設
立
単
位
と
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
同
族
集
圏
の
倉
が
一
定
の
構
成
的
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
ニ
粧
を
も
合

637 
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め
、
以
上
数
貼
に
わ
た
っ
て
言
及
し
て
き
た
新
設
義
倉
の
存
在
形
態
は
、
い
川
、
ず
れ
も
、
営
初
の
構
想
が
、
地
縁
、
血
縁
集
圏
な
ど
の
、
在
地
の

現
賓
の
祉
禽
関
係
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
あ
る
い
は
獲
容
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
陳
、
陶
ら
清
朝
園
家
の
官
僚
の
方
針
の
リ

ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
部
分
は
ど
こ
か
が
、
た
ま
た
ま
徐
註
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
は
、
嘗
初
の
構
想
に
か
か
わ

っ
て
い
た
の
が
援
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
ふ
り
か
え
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
近
い
過
去
に
壁
や
圏
を
結
集
し
、
「
郷

民
」
を
指
揮
し
て
太
平
天
国
軍
と
戦
闘
し
た
嘗
地
の
郷
紳
が
、
壁
単
位
の
倉
の
設
立
と
い
う
こ
の
構
想
に
開
興
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

構
想
が
右
の
よ
う
に
費
容
さ
れ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
義
倉
の
設
立
に
か
か
わ
っ
た
新
城
豚
の
陳
氏
の
活
動
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
嘗
地
の

郷
紳
の
諸
活
動
が
、
在
地
の
祉
舎
関
係
の
基
底
部
に
お
け
る
支
配
・
指
導
層
の
動
向
と
相
互
媒
介
的
な
も
の
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

む

す

び

に

代

え

て

-94-

」
こ
に
二
つ
の
資
料
が
あ
る
。

A

富
良
が
貧
農
に
米
を
貸
し
出
す
場
合
に
は
、
前
の
年
の
十
一
月
、
十
二
月
に
貸
し
た
も
の
で
も
、
そ
の
年
の
一
月
、
二
月
、
三
月
に
貸
し
た
も
の
で
も
、

そ
の
年
の
七
月
の
と
り
入
れ
時
に
返
済
す
る
際
に
は
、
み
な
同
じ
よ
う
に
五
割
の
利
子
を
支
梯
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
:
:
:
三
月
に
借
り
て
七
月
に
返
せ

ば
わ
ず
か
四
ヶ
月
間
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
重
い
利
息
(
現
金
を
借
り
た
場
合
に
比
べ
て
三
割
も
重
い
)
を
支
排
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の

か
。
そ
の
わ
け
は
こ
う
で
あ
る
。
各
と
春
の
二
季
に
は
、
米
僚
が
非
常
に
高
く
、
秋
に
比
べ
る
と
二
倍
に
も
な
る
、
。
秋
に
は
一
石
に
つ
き
一
元
学
の
も
の

ーが
、
冬
と
春
で
は
い
つ
も
一
二
元
も
す
る
。
だ
か
ら
富
農
は
、
米
債
の
格
差
に
よ
っ
て
失
う
だ
け
の
も
の
を
利
息
に
加
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
富
良
が
米

を
寅
ろ
う
と
は
し
て
も
貸
出
そ
う
と
は
し
な
い
の
は
、
た
と
え
利
息
を
五
割
に
引
き
上
げ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
各
か
ら
春
に
か
け
て
米
を
寅
っ
た
ほ
ど
に
は

ヨ

ネ

も
う
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
貧
血
尻
が
富
農
か
ら
米
を
借
り
る
た
め
に
は
、
相
嘗
強
い
縁
故
が
な
け
れ
ば
だ
め
で
あ
る
。
富
血
障
が
百
石
の
米
を
も
っ
て
い
る

と
す
れ
ば
貿
り
に
出
す
も
の
が
九
十
石
、
貸
し
出
す
も
の
は
十
石
に
も
及
ば
な
い
。

B

富
良
の
行
な
う
米
質
で
は
:
:
:
そ
の
年
の
正
月
一
日
に
一
石
を
貸
し
出
し
、
十
二
月
三
十
日
に
請
け
出
し
た
場
合
に
も
三
割
の
利
息
、
五
月
一
日
に
一
石

・を
貸
し
出
し
、
六
月
一
日
に
請
け
出
し
た
場
合
に
も
三
割
の
利
息
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
わ
け
は
こ
う
で
あ
る
。
米
質
で
米
を
貸
し
出
す
時
は
端
境
期



で
あ
り
、
米
債
は
非
常
に
高
い
が
、
請
け
出
さ
れ
る
の
は
必
ず
秋
の
牧
穫
後
で
あ
り
、
米
債
は
非
常
に
安
い
。
だ
か
ら
貸
し
出
し
た
時
に
は
二
爾
以
上
の
億

値
の
あ
っ
た
も
の
が
、
返
済
し
て
き
た
時
に
は
一
一
隅
に
も
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
三
割
の
利
息
を
と
っ
て
も
、
貧
民
は
な
お
事
賞
上
、
富
戸
の
資
本
に
紋
損

を
奥
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
期
間
の
長
短
を
見
こ
ん
で
利
息
の
額
を
調
整
し
た
な
ら
ば
、
富
戸
は
ど
う
し
て
事
を
喜
ぼ
う
か
。

A
は、

B
は
嘉
慶
九
(
一
八
O
四
〉
年
に
書
か
れ
た
涯
西
巡
撫
秦
承
恩

B
に
お
け

一
九
三
一
年
一
月
一
一
六
日
付
の
序
の
あ
る
毛
津
東
の
「
輿
園
調
査
」
、

@
 

の
「
勘
民
間
質
穀
識
」
で
あ
る
。
南
者
の
よ
っ
て
立
つ
階
級
的
立
場
は
全
く
異
な
る
が
、

A
に
お
け
る
富
農
と
貧
農
の
開
係
と
、

る
富
戸
と
賓
戸
の
関
係
と
は
、

A
、
B
二
つ
の
資
料
が
、
百
二
十
数
年
徐
を
隔
て
、
近
代
と
前
近
代
と
の
異
な
っ
た
規
定
を
受
け
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
江
西
省
の
農
村
で
、
富
農
乃
至
富
戸
が
、
貧
農
乃
至
賓
戸
に
劃
し
て
行
な
う
現
物
米
穀
の
貸
興
が
、

期
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
、
富
農
乃
至
富
戸
の
側
の
米
債
の
債
格
差
を
口
貫
と
す
る
高
利
率

(
A
の
方
が
二
割
高
い
と
い
う
差
異
は
あ
る
〉
で
行

な
わ
れ
て
い
る
。

毛
淳
東
は
、

A
で、

こ
の
高
利
率
で
も
富
農
が
米
を
貸
し
出
す
の
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

秦
承
思
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も

同
じ
資
料
の
全
世
を
通
じ
て
、
牒
誠
に
本
擦
を
有
す
る
典
鋪
の
金
貸
し
に
比
い
ヘ
て
、
農
村
の
富
戸
の
米
貸
L
の
不
利
を
纏
々
述
べ
な
が

ら
、
富
戸
が
準
ん
で
米
を
貸
じ
出
す
よ
う
に
な
る
た
め
に
彼
ら
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
、
結
局
、
毛
津
東
と
同
様
の
認
識
を
示

し
て
い
る
。

土
地
所
有
の
不
均
等
と
高
卒
の
地
代
搾
取
、
そ
こ
か
ら
生
れ
る
糧
食
の
不
足
が
二
つ
の
資
料
の
共
通
の
前
提
と

し
て
存
在
す
る
。
米
穀
の

商
品
化
の
進
展
故
に
顕
著
と
な
る
米
債
の
季
節
的
債
格
差
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
富
農
乃
至
富
戸
の
貸
し
出
し
へ
の
消
極
性
と
高
利
率
。
そ
の

中
で
一
九
三

O
年
の
輿
園
鯨
に
お
け
る
義
倉
と
、
一
八
世
紀
以
来
の
江
西
省
各
地
に
お
け
る
祉
倉
・
義
倉
の
存
在
が
必
然
化
さ
れ
る
。
こ
う
し

地
代
を
中
心
と
す
る
私
的
個
別
的
な
諸
搾
取
繕
績
の
僚
件
と
し
て
、
直
接
生
産
者
農
民
の
再
生
産
維
持
を
は
か
る
た

た
基
礎
構
造
の
中
で
、

め
の
機
構
を
、
在
地
の
非
郷
紳
的
な
支
配
・
指
導
層
、
あ
る
い
は
富
農
、
在
地
に
そ
の
土
地
所
有
の
基
礎
を
置
く
郷
紳
屠
、
あ
る
い
は
地
主

|
}
す
な
わ
ち
農
村
に
お
け
る
支
配
階
級
の
構
成
者
た
ち
は
、
共
同
し
て
設
定
し
績
け
な
け
れ
一ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
必
然
性
は
あ
く
ま
で
客
観
的
な
過
程
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
共
同
の
事
業
と
し
て
、

639 

一
九
三

O
年
の
輿
園
膝
に
お
け
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こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

る
一
村
一
所
の
義
倉
睡
制
が
形
成
さ
れ
て
い
く
、
も
っ
と
も
直
接
的
な
契
機
は
、
太
卒
天
国
軍
の
闘
争
が
彼
ら
に
興
え
た
衝
撃
の
中
に
求
め
る

註①
『
東
洋
文
化
』

4
。

②
小
山
正
明
「
ア
ジ
ア
の
封
建
制
l
|中
園
封
建
制
の
問
題
|
|
」

代
歴
史
撃
の
成
果
と
課
題
』

2
「
共
同
値
・
奴
録
制
・
封
建
制
」

③
北
笠
枇
『
毛
国
体
東
集
』
第
二
容
・
井
岡
山
期
所
枚
。
以
下
本
稿
で
は
こ

の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
が
、
一
九
四
七
年
版
『
毛
津
東
選
集
』
容
て
解
放

祉
『
農
村
調
査
』
に
も
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

④
図
立
北
京
師
範
大
事
刊
物
之
一
『
師
大
暴
刊
』
第
一
集
。
最
近
で
は
、

守
本
順
一
郎
「
朱
子
の
生
産
論
」
『
東
洋
政
治
思
想
史
研
究
』
第
三
章
、

柳
田
節
子
「
郷
村
制
の
展
開
」
『
世
界
歴
史
』
九
・
中
世
三
、
間
野
穂
積

『
朱
子
と
王
陽
明
』
な
ど
に
南
宋
の
枇
倉
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
、

⑤
以
上
の
叙
述
は
、
穆
楚
黄
編
著
『
中
園
共
産
黛
筒
要
歴
史
(
初
稿
)
』
に

主
と
し
て
よ
り
、
何
幹
之
『
中
国
現
代
革
命
史
』
、
毛
揮
東
「
小
さ
な
火

花
も
慶
野
を
燐
き
つ
く
す
」
(
『
選
集
』
第
一
容
〉
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

⑥
こ
の
調
査
曾
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
「
輿
園
調
査
」
の
前
文
に
あ
た
る

部
分
に
よ
っ
た
。

⑦
「
輿
園
調
査
し
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
二
年
三
一
書
房
版
の
『
毛
津
東

選
集
』
第
一
巻
の
中
に
、
一
九
四
九
年
の
解
放
世
版

『農
村
調
査
』
ハ
撃
中

版
)
に
よ
る
「
輿
岡
田
脚
の
調
査
」
と
題
し
た
棟
割
押
が
枚
め
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
の
口
語
誇
に
あ
た
っ
て
は
、
毛
津
東
選
集
刊
行
曾
に
よ
る
こ
の
諌

文
に
主
と
し
て
よ
っ
て
い
る
が
、
筆
者
の
理
解
や
表
現
に
よ
っ
て
改
め
た 現

箇
所
も
あ
り
、
誤
讃
が
あ
る
と
す
れ
ば
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。

③
同
書
第
三
章
政
治
、
七
積
穀
の
項
に
よ
る
。

@
天
野
元
之
助
『
支
那
農
業
経
済
論
』
中
、
第
七
章
農
村
金
融
に
よ
る
。

な
お
、
天
野
は
一
九
四
二
年
嘗
時
の
彼
の
見
解
と
し
て
「
此
の
比
較
的
低

率
の
借
糧
も
、
僅
か
に
局
部
に
於
い
て
存
在
す
る
の
み
J

』
と
い
う
許
債
を

示
し
て
い
る
。

⑮
『
清
園
行
政
法
』
第
四
轡
前
掲
の
部
分
。

⑪
一
八
世
紀
段
階
の
枇
倉
・
義
倉
は
基
本
的
に
は
農
村
の
倉
と
し
て
機
能

し
て
い
た
が
、
一
七
世
紀
以
来
、
清
朝
支
配
下
の
中
闘
で
、
麻
城
な
ど
の

都
市
部
で
、
貧
民
に
生
活
の
資
を
補
給
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
名
を
も

っ
倉
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑫
『
清
薗
行
政
法
』
の
前
掲
の
部
分
。

⑬
『
光
緒
大
清
曾
典
事
例
』
各
一
九
三
・
戸
部
・
積
儲
。

⑬
『
康
照
新
建
豚
士
山
』
昌
也
六
・
祉
倉
に
は
、
「
傑
約
」
と
そ
の
前
文
が
も

っ
と
も
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑮
陳
弘
謀
の
文
集

『培
遼
堂
偶
存
稿
』
文
激
の
諸
容
に
よ
る
と
、
乾
隆
六

(
一
七
四
一
)
年
江
西
巡
撫
に
就
任
し
て
以
来
、
乾
隆
二
四
(
一
七
五
九
)

年
江
蘇
巡
撫
ハ
第
一
回
目
)
の
第
三
年
目
を
迎
え
る
ま
で
、
そ
の
巡
撫
と

し
て
の
任
に
あ
っ
た
、
江
西
・
険
西
・
湖
北
・
繭
建
・
湖
南
・
江
蘇
の
六

省
で
計
十
六
編
に
わ
た
る
一
位
倉
に
闘
す
る
規
定
乃
至
指
示
を
出
し
て
い
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る。

⑮
『
培
遠
堂
偶
存
稿
』
文
激
袋
二
二
。

‘な
お
、
本
稿
で
は
、
古
典
文
、
現

代
交
の
原
資
料
を
原
則
と
し
て
引
用
し
て
い
な
い
。
ま
た
書
き
下
し
文
や

忠
賓
な
逐
語
謬
を
用
い
て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
筆
者
の
構
成
の
拙
さ
か

ら
原
典
の
省
略
を
強
い
ら
れ
た
の
が
主
た
る
原
因
で
あ
る
が
、
あ
え
て
試

み
た
貼
も
な
い
で
は
な
い
。
御
批
剣
を
仰
ぎ
た
い
。

⑫
一
陳
が
、
の
ち
、
乾
隆
一
八
(
一
七
五
三
)
年
四
月
、
福
建
巡
撫
の
任
に

あ
っ
た
時
に
出
し
た
「
祉
倉
篠
規
」
(
『
培
遠
堂
偶
存
稿
』
文
搬
出
也
一
二
三
)

に
、
「
枇
穀
分
貯
各
郷
、
或
按
里
甲
、
按
都
圏
、
揮
適
中
之
地
、
建
立
枇

倉
」
と
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
。

⑬
『
培
遼
堂
偶
存
稿
』
文
撤
省
一
四
。

⑬
「
再
筋
清
査
枇
穀
撤
」
(
乾
隆
八
年
十
二
月
)
『
培
遼
堂
偶
存
稿
』
文
撤

各
二
ハ
。

③
「
通
行
佐
倉
事
宜
疏
」
前
掲
。

@
註
⑬
に
同
じ
。

②
註
@
に
同
じ

@
『
光
緒
大
諸
問
合
同
血
ハ
事
例
』
省
二
九
=
一
・
戸
部
・
積
儲
。

@
地
方
志
に
も
と
づ
く
府
下
各
蘇
ご
と
の
検
討
結
果
を
提
示
す
べ
き
で
あ

る
が
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
の
み
に
留
め
た
。

③
単
位
四
・
食
貨
・
儲
備
。

⑧
『
乾
隆
績
州
府
士
山
』
省
一
八
・
賦
役
志
・
倉
儲
。

②
『
道
光
興
園
蘇
志
』
倉
一

0
・
倉
儲
附
。

③
註
⑧
に
同
じ
u

③
註
@
に
同
じ
。
道
光
照
志
所
載
の
線
倉
名
・
倉
の
規
模
・
貯
穀
数
を
附

し
た
年
次
不
詳
の
リ
ス
ト
に
は
、
全
鯨
で
二

O
倉
、
乾
隆
府
志
の
輿
園
鯨

唱541

に
つ
い
て
の
記
載
貯
は
二
一
倉
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
系
統
の
数
値
と
理

解
さ
れ
る
。

③
註
⑧
に
同
じ
。

③
『
同
治
分
宣
勝
士
山
』
袋
三
・
食
貨
・
倉
儲
。

②
『
乾
隆
南
昌
府
中
山
』
省
一
三
・
民
賦
・
倉
儲
。

@
拙
稿
「
二
ハ

l
一
八
世
紀
に
お
け
る
荒
政
と
地
主
佃
戸
関
係
」
『
東
洋

史
研
究
』
第
二
七
省
!
第
四
抜
。

@
註
@
に
同
じ
。

③
容
七
・
倉
儲
。

③
道
光
六
〈
一
八
二
六
)
、
道
光
二
九
三
八
四
九
)
年
間
の
『
南
昌
蘇

士
山
』
の
中
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
現
存
し
な
い
が
、
雨
者
に
お
け

る
枇
倉
敷
と
貯
鶏
穀
数
に
つ
い
て
は
、
同
治
九
(
一
八
七

O
)
年
刊
の

『
南
昌
賂
士
山
』
省
二・

建
置
志
・
倉
儲
の
記
載
に
よ
っ
た
。

③
『
同
治
南
昌
府
志
』

③
註
③
に
引
用
し
た
同
治
九
年
刊
『
南
昌
勝
士
山
』
の
賞
該
箇
所
に
よ
る
。

⑨
『
同
治
績
州
府
士
山
』
容
八
・
官
廓
の
信
墜
懸
の
項
。

⑬

『
道
光
泰
和
豚
士
山
』
省
二
・
食
貨
志
・
儲
備
。

@

1『
光
緒
泰
和
豚
士
山
』
倉
六
・
政
典
・
儲
備
。

@
泰
和
蘇
に
つ
い
て
の
こ
こ
ま
で
の
叙
述
は
、
註
@
の
道
光
士
山
に
も
と
づ

き
、
以
下
は
註
@
の
光
緒
志
に
よ
る
。

⑬
畠
竺
ニ
・
食
貨
・
倉
儲
。

@
『
皇
朝
経
世
文
編
』
容
四
十
・
戸
政
・
倉
儲
。

@
『
光
絡
大
清
曾
典
事
例
』
倉
一
九
三
・
戸
部
・
積
儲
。

@
註
@
に
同
じ
。
こ
の
『
事
例
』
倉
一
九
三
・
戸
部
・
積
儲
で
は
、
賞
際

は
、
批
倉
積
儲
の
項
、
義
倉
積
儲
の
項
を
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
さ
せ
て
扱
っ
て
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い
る
。

@
『
同
治
新
城
豚
士
山
』
倉
一

0
・
人
物
志
・
理
事
。

@
同
上
・
人
物
志
・
孝
友
。

@
そ
の
具
種
的
な
存
在
形
態
は
不
詳
で
あ
る
が
、
『
同
治
新
城
鯨
士
山
』
巻

三
・
倉
儲
の
「
大
務
倉
・
永
済
倉
・
妙
済
倉
」
に
つ
い
て
の
蒋
土
鈴
な
る

人
物
の
「
記
」
に
、
「
磐
讃
約
堂
陳
君
所
矯
各
郷
義
倉
記
、
云
々
」
と
あ

る。

@
『
同
治
新
城
豚
志
』
品
位
三
・
倉
儲
所
載
の
各
編
の
文
章
、
向
勝
志
谷
十

-
人
物
志
の
理
事
、
宣
業
、
孝
友
に
あ
る
一
族
の
停
に
も
と
づ
く
。

@
以
下
、
本
章
で
は
特
に
註
記
し
な
い
限
り
、
同
豚
志
・
省
三
・
倉
儲
に

よ
っ
て
論
述
す
る
。

@
同
豚
志
・
巻
十
・
人
物
志
・
儒
林
。

@
同
蘇
志
・
轡
一
・
地
理
志
・
郷
都
に
は
、
五
十
数
都
の
各
々
に
つ
い

て
、
そ
の
領
域
内
に
あ
る
「
村
」
の
固
有
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

@
鍾
賢
吐
倉
、
桃
渓
詳
市
街
義
積
倉
、
和
務
倉
は
い
ず
れ
も
端
境
期
の
糧

食
貸
輿
を
目
的
と
し
て
い
る
。

⑧
『
同
治
輿
園
豚
士
山
』
倉
末
の
邑
人
鍾
音
鴻
の
威
。

@
『
同
治
安
遼
蘇
士
山
』
省
三
|
三
・
倉
儲
。

@
『
同
治
曾
昌
勝
士
山
』
省
八
・
公
署
。

⑧
『
同
治
輿
図
懸
士
山
』
倉
一

0
・
倉
儲
附
。

@
『
同
治
績
州
府
中
山
』
容
九
・
官
解
。

⑪
『
光
緒
長
寧
勝
士
山
』
容
八
・
田
賦
志
・
積
儲
。

@
註
@
に
同
じ
。

⑫
『
清
国
行
政
法
』
第
回
答
・
第
十
一
章
救
値
・
第
二
項
・
救
血
管
造
物
。

@
註
⑬
に
同
じ
。

@
『
同
治
輿
園
勝
士
山
』
省
一

0
・
倉
儲
附
の
う
ち
、
同
治
十
(
一
八
七
一
)

年
に
書
か
れ
た
と
剣
断
で
き
る
部
分
の
「
按
ず
る
に
云
々
」
と
あ
る
二
つ

の
文
章
は
、
そ
の
内
容
か
ら
す
る
と
佳
園
傍
自
身
の
執
筆
に
な
り
、
新
し

い
義
倉
設
立
が
一
懸
の
完
成
を
見
た
後
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
容
四

一
・
墾
文
所
収
の
雀
の
二
つ
の
文
章
「
輿
園
豚
改
設
義
倉
記
」
、
「
郎
能
激

掃
臓
義
回
記
」
は
設
立
の
進
行
中
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
以
下
し
ば
ら
く

は
後
二
者
に
よ
る
。

@
憂
斯
感
「
推
慶
枇
倉
之
意
琉
」
門
乾
隆
八
年
〉
『
皇
朝
経
世
文
編
』
容

四
十
・
戸
政
・
倉
儲
下
。

@
第
二
章
第
一
節
参
照
。

@
『
乾
隆
徳
化
蘇
士
山
』
品
竺
了
地
理
・
徳
化
勝
保
甲
表
。

@
註
⑧
に
同
じ
。

@
以
下
は
、
註
@
に
示
し
た
雀
執
筆
の
文
章
中
の
前
二
者
、
及
び
こ
の
二

者
に
は
さ
ま
れ
て
記
載
さ
れ
、
表
4
に
そ
の
一
部
を
示
し
た
、
新
設
義
倉

の
一
覧
表
に
よ
っ
て
論
述
す
る
。

⑪
『
皇
朝
経
世
文
編
』
巻
四
十
・
戸
政
・
倉
儲
下
。

補
1

註
⑮
の
陳
弘
謀
の
手
に
な
る
各
省
の
枇
倉
に
闘
す
る
規
定
や
指
示
。

補
2

清
朝
園
家
の
枇
倉
政
策
に
お
い
て
米
穀
貸
奥
の
針
象
と
さ
れ
た
の

は
、
註
⑮
の
諸
規
定
や
指
示
に
よ
れ
ば
、
原
理
的
に
は
、
自
ら
の
経
営

を
も
っ
て
直
接
耕
作
労
働
に
従
事
し
、
生
産
と
生
活
に
困
難
を
来
し
て

い
る
農
民
で
あ
り
、
自
小
作
の
別
に
は
か
か
わ
り
な
い
。
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A Survey of Community Granaries 祗倉and Charitable

Granaries

　

義倉

　

in

　

Jiang-xi江西villages

　

from

　

the

Eighteenth to the Twentieth Century

Mａｓａｏ Ｍｏｒi

　　

Mao Zedong 毛深東, in his 1930 investigation of χing-guo　County

興國蒜in Jiang･xi 江西, found that in every village there had　been

established a system of lending　foodgrain　to　the poor peasants　during

the annual　preharvest　periods. The author of this articleinquires into

the

　

nature

　

of

　

the

　

institutions

　

involved

　

in

　

this

　

system, which were

known as community granaries 仕倉and charitable granaries義倉, in.

the context of eighteenth to twentieth century Jiang-xi. In the ａuthor's

view, through ａ study of these　institutions　itis possible to clarify

certain features of the structure of reproduction in pre-modern　Chinese

villages

　

and

　

of

　

closely

　

connected

　

ways

　

in

　

which

　

the

　

ruling

　

class

dominated the peasants who were the direct producers.

　　

The Qing 清state, especially from the eighteenth century, adopted ａ

policy of actively promoting the establishment of institutionsof thissort。

On the other hand, within village society during the same period, there

are examples of the same kind of institutions　beingset up independen-

tly by the villages quite apart from the granaries created by government

policy. In χｉｎｇ･guoCounty just after the　suppression of the revolutio-

nary movement of the Tai-ping tian･ｇｕｏ太平天国,over　400 charitable

granaries were　set up in the most fundamental groups and units of rural

society. It is probable that　the　charitable granaries　operating as

foodgrain-lending institutionsin the villages of the same county in 193Q

were the descendents of the charitable granaries set up at this time. In.

the 183O's the Qing government was constructing these granaries rather

for the purpose of creating stockpiles in case　of　ａ　poor　harvest　than;

in

　

order

　

to lend　grain in the preharvest period, but on account of

inequalities in land distribution　and .the　prevalence　of　private　grain-
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lending at　highニinterest rates, and of the continuing　regime of the

rural ruling class, the ｒｏ!ｅof　the　granaries as lenders of grain　in the

preharvest period　was inevitable.
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